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労働省は、 1995年2月I日付けで、「脳血管民号及

び虚血性心民管、等(以下「脳・ IG'臓民意等」という)

の認定基準」を改正した(平成7年2月1日付け基発第

38号以下'1995年基準」という 13頁参照) 。

脳・心臓民意等に係る労災認定は、昭和62年 10月

26日付け基発第620号「脳血管民愚及び虚血性心疾

患等の認定基準について J (以下 '1987年基準」と

いう一例年2月増刊号)に基づいて行われてきたが、

「近年、この認定基準やその運用が労働者にとって

厳し過ぎる、労働者の保護に欠けるのではないか等

の意見もあり、労働者災害補償保険審議会において

は労災認定の在り方について議論がなされてきた。

また、行政書獄事｛牛においても、国側矧賦する事

案が増えているところである。

このため、脳心1臓疾患等に係る労災補償につい

ての問題点、を整理し、今後の対応を明らかにするこ

とを目的として、『脳・心臓疾患等に係る労災補償

の検討プロジェクト委員会』が設置された。プロジ

ェクト委員会では、平成6年5月30日の第1回会合以

降、医学的視点、及び法律的視点からの検討を行い、

12月16日報告書を取りまとめた J(間報告書-16頁

参照)。

この「脳・心臓混患等に係る労災補償の検討プロ

ジェクト委員会」の検討結果に基づき、 1987年基準

のうち「業務に起因することの明らかなもの」に係

る認定基準を新たに定めたのが今回の 1995年基準

である。なお、同プロジェクト委員会のメンパーは

公表されていない。

日常業務に比較して特に週聾な業務

プロジェクト委員会報告書では、 1987年基準は、

「基本的な考え方」において妥当であるが、①疲労

の筈積及び精神的負荷、②業務の過重性の評価、③

脳・心臓疾患等に関するその他の問題点、について

検討を行った結果、 4頁の表 1の左欄に掲げるよう

な対応をする必要があると指摘し、 1995年基準では

同表右欄記載のような改正・追加等を行った。

認定基準の「基本的な考え方」とは、「業務によ

って、脳・心臓筑患等の発症の基礎となる病態(血

管病変等)が、その自然総畠を超えて急激に著しく

増悪し発症に至った場合には、業務上の疾病として

取り扱う」というものである。

脳・心臓民壱等が業務上の疾病と認定される場

合には、「業務上の負傷に起因するもの J(労働基準

法施行規則別表第1の2の第1号)と「業務に起因する

ことの明らかなもの J (間前第9号)とがあるが、今

回の改正 1995年基準は後者についての新たな認

定基準で、 1987年基準のうち後者のみに係る部分は

廃止された。

包業務による明らかな過重負荷を受けたことが

認められ、かっ、c?:過重負荷を受けてから症状の出

現.まで の時間的結晶が医学上妥当なものである、脳

病」として認設t定する。「基本的な考え方」との関連

で言うと、「過重負荷」とは、「脳・心臓疾患等の発

症の基礎となる病態(血管病変等)をその自然経過

を超えて急識に著しく増悪させ得ることが医学経

験則上認められる負荷J をいうものとされる。さら

に、¢灘重苦による明らかT必晶重負荷と認められるの

は、①1発生状態を時間的及び場所的に明確にし

得る異常な出来事(業務に関連する出来事に限る)

に遭遇したこと、または、① -2日常業務に比較し

て特に過重な業務に就労したこと、である。

以上の枠組み、及び、Q)-1の「異常な出来事」の

事j断基準については、 1987年基準に変更はない。改

正されたのは、。2の「日常業務に比較して特に過

重な業務」の判断基準についてである。

以下に今回改正された点在中心に、認定基準の内

容と問題点、についてふれてみる。

@比較す吾「日常業務」

まず、「日常業務」とは、「通常の所定労働時間内

の所定業務内容をいうものである」ということがあ

らためて明記された。「例えば、恒常的時間外労働

が行われている場合には、時間外労働を除いた業務

が日常業務である」。

これは、 1987年基準制定当時から労働省が言明し

ていたことを明記しただけで、改正ではない。しか

し、プロジェクト委員会報告も指摘するようにJ日

常業務が過重であるにもかかわらずこれが評価さ

れていないという批判の中には、恒常的な時間外労

働を含めた業務を日常業務と考えている場合があ

るなど認定基準古舟里解されていないものがあ」った
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よる血管病変等の増惑は自然経過の範囲内」、「脳・

心臓疾患の発症と医学的因果関係のある特定の業

務は認められていない」という考え方があらゆる場

合に妥当かという問題が残る。

CIIr客観的」評価の基準

次に、「特に過重な業務」とは、「日常業務に比較

して特に過重な精神的、身体的負荷を生じさせたと

客観的に認められる業務」をいうとされるが、「客

観的」と認められるための言わば評価の基準の対象

について追加と改正が行われている。

「客観的」とは、「当該労働者のみならず、同僚労

働者または同種労働者(以下「同僚等」という)にと

っても、特に過重な精神的、身体的負荷と判断され

ることをいう」というのは、従来の労働省の解説の

とおり( j勘0) 。しかし、この場合の「同僚等」につ

いて、これまでは「一般的な労働者を想定」して客

観性を評価してきたものを、「業務が発症に及ぼす

影響の度合いが年齢、組験等により異なる点、を考

慮」し、「当該労働者と同程度の年齢、経験等を有

し、日常業務を支障なく遂行できる健康状態にある

者」と直征したというもの。

この点については、従来から、例えば、治療を要

する高血圧症の基礎民告を有する等々、当該労働者

の個人的状況に卸して、「当該労働者にとっての過

重性」を評価すべきであるという批判がある。

プロジェケト委員会報告は、「基礎民患を有する

者の個人的事情のみをもって業務の過重性の評価

を行うことは妥当ではなく、業務古ヰ目対的に有力な

原因となって発症したものについて補償の対象と

しようとする労災補償制度の趣旨に照らせば、何ら

かの客観的な評価が必要である」とする。

相対的有力原因諭から、基礎民患等が原因となっ

た場合でも業務が共働原因のひとつと認められれ

ば業務上と認定(共働原因論へ転換)すべきとする

見解や判例があることもさることながら, 1*目対的有

力原因論のもとでも、当該労働者にとっての過重性

を評価することが客観性を失わせることには必ず

しもならないと考えられる。

@評価の「対象期間」

その次は、日常業務に比較して特に過重な業務で

あると客観的に認められるか否かを判断する対象

となる期間についてである。

①まず第ーに発症直前から前日までの間の業務

について判断すること、次に、②その閣の業務が特

に過重であると認められない場合であっても、発症

前1週間以内に過重な業務が継続している場合に

は、血管病変等の急激で著しい増悪に関連があると

考えられるので、この間の業務力幣に過重であると

客観的に認められるか否かを判断すること、までは

1987年基準を変更していない(ただし、「発症前1週

間以内に過重な業務が継続している場合の継続と

は、この期間中に過重な業務に従事した連続した臼

が含まれているという趣旨であり、必ずしも 1週間

を通じて過重な業務に従事した日が間断なく続い

ている場合のみをいうものではない。したがって、

発症前1週間以内に就労しなかった日があったとし

ても、このことをもって、直ちに業務外とするもの

ではない」という解説が追加された)。

変更したのは、③「発症前1週間より前の業務」

についてで、 1987年基準では、「急激て"著しい増悪

に関連したとは判断し難く、発症前1週間以内にお

ける業務の過重性の評価に当たって、その千羽目的要

因として考慮するにとどめること」とされていた

が、 199昨基準では「この業務だけで血管病変等の

急激て著しい増悪に関連したとは判断し難いが、発

症前1週日間以内の業務が日常業務を相当程度超える

場合には、発症前1週閣より前の業務を含めて総合

的に判断すること」とした。

過重性を評価する対象期間を発症前1遁間以内の

業務に事実上限定することは、 1987年基準の制定当

初からもっとも批判の大きかったところであり、労

働省は一度もその医学的根拠を示せていない。「ー
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表1 プロジ工クト委員会報告書に示す対応策

1 疲労の蓄積及び糟神的負荷について

(1 )業務を原因とする不整脈による突然死等の取扱い

業務を原因とする不整脈による突然死等の労災認定につ

いて、専門家会議を設置して認定基準の設定等について検

討する必要がある。

(2 )発田守1週間より前の業務について

発症前1週間以内の業務が日常業務を相当程度超える場

合には、業務の過重牲の評価に当たって、発症前1週間よ

り前の業務を含めて総合的に判断することが妥当である。

(3 )継続的な心d里的負荷の評価について
業務による継続的なι曜的負荷によって発症したとして

労災請求されたものに係る医学専門的事項については、本

省で一括処理するのが望ましい。

2 調車の過重性の評価について

(1 )業務の過重性の客観的な評価
イ 「同僚等にとっても特に過重であること」という考え

方については、「発症した当該労働者と同程度の年齢、

経験等を有し、日常業務を支障なく遂行できる健康状態

にある労働者にとっても、特に過重であること」とする

必要がある。
ロ 「特に過重であること」とは、同僚等が同様に発症し

ていなければならないというものではなく、同僚等にと

っても、医学経験則上、精神的又は身体的に特に過重と

認められる負荷であることをいうものであり、この考え

方に則して判断する必要がある。

(2 )日常業務の評価

イ 所定労働時間内に、質的に著しく異なる業務に従事し

た場合における業務の過重性の評価に当たっては、医学

専門家による評価を特に重視する必要がある。

ロ 認定基準にいう日常業務とは、所定労働時間内の所定

業務内容をいうものであり、例えば、恒常的な時間外労

働が行われている場合であっても、時間外労働を含めて

日常業務とするものではないことを周知する必要がある。

専門家会議を設置して、認定基

準の設定等について検討する。

(今回の改正には含まない。)

第 1(認定基準)の 3 (認定要件

運用基準)に記載〔改正〕。

第2 (認定に当たっての留意事

項)の 3(その他)に記載〔改

正〕。

第 1(認定基準)の 3 (認定要件

の運用基準)に記載〔改正〕。

第2 (認定に当たっての留意事

項)の2 (認定要件について)に

記数〔改正〕。

第2 (認定に当たっての留意事

項)の2 (認定要件について)1:
Z識〔追加〕
第 1(認定基準)の 3( 認定要件

の運用基準)及び第2 (認定に当

たっての留意事項)の 2(認定要

について)に記載〔明確化及び

追加〕。

り、かかる誤解を生むような現場での対応があった

ことも事実である。

これによっても、深夜勤務や不規則な交替制変
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背箔j勤務等の場合の、所定労働時間内の所定業務内

容自体の過重性は評価されないことになる。「日常

業務は当該労働者の日常生活の一環であり、これに
マ
タ
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応の時間的なメドと

して ～1週間』として

いるのであって、 1週

間を限定的・固定的

に区分するものでは

ない」としな古まら、き

わめて部分的な改正

にとどまっている。と

くに、 「発症前1週間以
内の業務が日常業務

を相当程度超える場

合」に限って、発症前

1週間より前の業務を

総合的判断の対象に

含めるというのでは、

'1週間を限定的・国

頭骨に区分」する姿勢

に大きな変化がない

と言われても仕方が

ないだろう。

「発症に近ければ近

いほど影響力強く、発

症から遡れば遡るほ

ど関連は希薄となる

表2脳血管疾患及び虚血性心疾患等の労災補償状況

年

請求

度 87 日目 89 90 91 92 93

脳血管疾患

件数 351 480 538 436 404 328 277

認定件数 42 61 96 77 78 66 59

1号 24 47 77 56 54 55 40

日号 18 14 19 21 24 11 19

虚血性心疾患等

請求件数 148 196 239 161 151 130 103

認定件数 7 20 14 15 15 8 13

1号 4 3 3 5 1

9号 3 15 11 12 10 7 12

k 計

請求件数 499 676 777 597 555 458 380

認定件数 49 日l 110 92 93 74 72

1号 28 52 80 59 59 56 41

自号 21 29 30 33 34 18 31

(1主)11号とは労働基準法施行規則別表第1の2第1号の「業務上の負傷に起因
する疾病」であり、 9号とは同表第百号の「業務に起因することの明ら

かな疾病」に係る脳血管疾患及び虚血性心疾患等である。
2未処理の件数があるので、請求件数から認定件数を減じた件数が不支

給の件数とはならない。
3労働省労働基準局の資料により全国労働安全衛生センタ一連絡会議が

作成

ということが医学的知見」であるとしても、「医学

経験別上、発症前1週間程度をみれば、評価する期

間としては十分であるとされる」という根拠は柏凌

わらず何も示されていない。

ても、日常業務と質的に著しく異なる業務に従事し

た場合における業務の過重性の評価に当たっては、

専門医による評価を特に重視し、判断すること」と

いう点が追加された。

.'質的に異なる業務」の評価

「業務の過重性の評価に当たっては、業務量(労働

時間、労働密度)、業務内容(作業形態、業務の難易

度、責任の軽重など)、作業環境(暑熱、寒冷など)、

発症前の身体の状況等を十分調査の上総合的に判

断する必要がある」としていることは1987年基準・

認定マニュアルと変更はない。

1995年基準では、「なお、所定労働時間内であっ
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@取り扱う疾病・本省りん伺

「認定基準により判断し難い事案Jとして本省り

ん伺の対象となる事案として、「業務による継続的

な心理的負荷によって発症したとして請求された

事案」を掲げたことが新たな追加であるとされるが

(表1) 、これは1987年基準添付の認定マニュアルで

も指示されている。プロジェクト委員会報告で「継

続的なJ[.I .J理的負荷と発症との医学的関係等につい

表2脳血管疾患及び虚血性心疾患等の審査請求及び再審宣請求処理状況

(注)審査請求処理状況及び再審査請求の請求件数は労働省資料より、再審査請求の裁決
-救済件数は労災保険研究所「週刊労災」により、全国労働安全衛生センタ一連謀者

年度

審査請求 再審査請求

前年度

末残
請求

決定
取下

請求の

増ム減

本年度

末残

裁決

件数

救済

件数

請求

件数取消棄却却下

1987 18

1988 29 1

1989 38

1990 50

1991 207 131 8 120 3 ム2 205 42

1992 205 109 3 109 7 1'.1 194 36 55

1993 45

会議が作成。

て、医学界の動向も見極めつつ専門家による検討を

行っていく必要がある」としていることが、 1987年

9月8日の脳血管疾患及び虚血性心疾患等に関する

専門家会議の「過重負荷による脳血管疾患及び虚血

性心集号、等の取扱いに関する報告書」で「この分野

における医学的知見の収集を図るとともに、個守の

事例については、それぞれ専門的検討を加え慎重に

判断していく必要がある」という指摘を超えて具体

的な計画を持つものであるとすれ.lt新味がある。

「認定基準で掲げた疾病以外の痴青に係る事案」

も1987年基準では別添認定マニュアルで、「認定基

準により判断し難い事案」として本省りん何の対象

となる事案とされていたが、 1995年基準では通達本

文に明記された。「本認定基準で掲げた疾病以外の

疾病については、一般的に過重負荷に関連して発症

する疾患であるとは考えられない」というのであ

る。

これに関連して、プロジェクト委員会報告書で

は、「近年、不整脈を原因とする突然死等について

の医学研究が進み、業務との関連が示唆されている

が、その

取扱いが

認定基準

に取り入

れられて

いない」

ので、「業

務を原因

とする不

整脈によ

る突然死

等の労災

認定につ

いて、専

門家会議

を設置し

て認定基

準の設定等について検討する必要がある」と指摘し

ている。今回の認定基準改正には含まれなかった

が、すでに専門家会議による検言効支進められている

とのことである。

1987年基準のもとでの認定状況等

1987年基準は、それまでの設定基準(昭和初年2月

13日付け基発第116号「中枢神経及び循環器系民患

(脳卒中、急性心臓死等)の業務上外認定基準につい

て 1961年基準一例年2月増刊号)を 26年ぶりに改

正したものであるが、制定当初から大きな批判を受

けてきた。

それは、 1961年基準に基づいて業務外と判断され

たケースが相次ぎ行政訴訟の判決で逆転業務上と

される中で、それらの判決で示された業務上外の判

断基準と比べてみても厳しい基準にとどまってい

ることや、労働省関係者が「基本的(な考え方)に変

更はない」とことさら強調してきたことなどによ

る。

安全センター情報95年4月号7
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表4 過労死事件判決の傾向一覧

労働者側最終敗訴事件労働者側最終勝訴事件

27件 (45.0%)

3件(・9・. 1.件.m..9.(.5.l.7,.16.件酔+(酔4 48 .・・4 4・% ) 33件 (55.0%)
1990年代

.5% )

60件( 100%)合計

~191890 8小年0代計年
代の

「発症前1週間に1日も休まずに毎日所定労働時間の

2倍働いていれば業務上Jrその場合でも1週間の内

1日でも休日をとっていれば業務外」等と説明。ま

た、医師に意見を求めるのに「業務との因果関係は

ありますか」というような｝般的な開き方では、「と

かく、否定できない、で終わってしまう場合が多い」

からと意見の聞き方まで指示している。

"1990年5月14日 事務連絡第 13号「脳血管疾患及

一審×控訴O

0件(0.0%)
圃+‘

3件 (42.8%)
唱目‘町唱目“咽 ・可 ・・唱酔町酔晶
0件(0.0%)

現実に、

認定基準

改正の報

道等によ

って労災

請求件数

l詩書段に

増えたも

のの、認

定件数は

さほど増

力日してい

ない(表

2、3)。

一方で、

1987寺基

準にもと

づいて業

脚1と判

断された

行政処分

も、行政言腐去によって覆される傾向が註しろ増えて

きている(表4、 5)。
これは、 1987年基準の内容そのものの問題もさる

ごとながら、行政実務の現場での運用のされ方にも

問題があることを示している。以下、簡単に資料解

説のかたちで1987年基準制定後の動きをふりかえ

っておこう。

2件 (66.6%) (・酔4唱圃可.,_.. 、・晶
4件 (57.1%)

・・唱一一F一一一一-一a i晶 ・一

可町一一一.一 白且目‘‘可‘‘
20件 (74.0%)

併(12.1~)Ll0件(30.3%)
‘目唱 '・・一一... "...唱晶

14件 (42.4%)

3ー晶・‘%i)(4・.3...|.._. 5..月.0号%() “2i‘i ・i 1曹司・3晶晶

21件

一審O控訴×

。件( 0.0%)

。件( 0.0%)
可目‘ ・咽酔酔酔酔唱目‘

3件(17.6%)

望月浩一郎「共働原因諭についてJ(月刊いのちと健康第333号)
1)労働省労働基準局補償課編「脳・心臓疾患の災害補償判例総覧J (第 l集、第2集)に掲載

された過労死判決(災害性事案を含む)を中心に、一審で確定せず控訴審判決が出されて
いる 60事案についての判例の分析である。

2) rOJ は、労働者側lから見て勝訴した(労災と認められた)ことを示す。例えば、 「一審
×控訴OJは、一審で労災と認められなかったが、控訴審において逆転し、労災と認め

られた事案である。

晶‘目 ‘可・町酔 ・a・・ 晶晶咽
7件 (25.9%)

1960年代晶+酔唱酔 曹圃 司a

1970年代

1980年代

ι

"'
3件(5.0%)

7件 (11.6%)
・一 ・

17件 (28.3%)

一審O控訴O

1件 (33.3%)
目“‘
。件( 0.0%)
晶司・唱・可圃 ‘4・ ‘'
3件(17.6%)

4件(14.8%)13件(11目1%)‘‘ 目 3可件(1町1.1一%) 1 1一一7.一件 (62.9% )

8司曹'件‘・i唱i(一F 1一F ・晶 6件司・酔圃(IL3O9件%1(61533‘件・ ・(咽55目。、唱% )
.0%)

一審×控訴×

2件 (66.6%)・酔4

4件 (57.1%)

lli午(64.7%)

" 1 9 8 8年労働省‘部内会議等で 1987年基準を解説

(1部内会議で労働省が解説レた新認定基準止92

年.8月号、下位年9月号)

前述のとおり、労働省は「基本的(な考え方)に変

更はない」とことさら強調するだけでなく、 l枚の

紙に書かれた手書きの図を用いて、「発症前日に所

定労働時間の3倍(所定が8時間ならば24時間以上ぶ

っ続けでということになる)働いていれば業務上」

ぴ虚血性心f妄害等の労災認定についてJ(91年2月
増刊号)

上記の1枚の紙に書かれた手書きの図を用いた説

明の内容がマスコミ等で「裏(秘密)マニュアルが存

在」等と報じられたのに対し、「この図は、会議の

場で種々のケースをわかりやすく示して、多様なケ

ースに適切に対応するよう説明するための資料で

あって、通達等で地方に対して指示したものではな

く、また、この図によって認定を行うよう指示した

事実もないJr労災認定に当たっては、従来から、

業務量、業務内容、作業環境等を総合して判断する

よう指示しており、業務量のみで認定が行われるこ

とは有り得ない」等と弁明。

同年6月には、労災年金受給者のための栴談所の

運営等を行う(財)労災年金福祉協会の定款(寄附子

為)を変更して、脳・心臓疾患等に係る相談業務の

委託を行わせるようになった(実際には、認定の困

難さをわからせて労災申請を断念させるための説

得の機能を果たしていると指摘されている)。

マ1991年6月21日 事務連絡第20号「脳血管疲患及

び虚血性心疾患等に係奇行政事件訴訟の判決及

び認定業務の留意事項についてJ (91年10月号)

同年5月27日に、 24時間受替勤務のロッカ一室管

理人がくも膜下出血で死亡した事件についての行

政訴訟で、東京高裁が、一審判決を逆転させ、業務

上と認定する判決を下したが、国側は上告できなか

った o これについて、同判決は、①会社の安全配慮

義務(健康保持義務)違反を判断要件としているこ

とを伺わせる点がある(労災認定上は配慮しなしサ、

< ? :所定業務ー深夜・交替市j勤務が高血圧症の増悪

に相当の影響を及ぽしたと認定している(そのよう

な医学的実証はない)、③業務の過重性の評価に当

たって、治療を有する高血l圧症の基礎疾患を有する

当該労働者にとって過重であるかどうかの判断を

している(そういう個人の事情は配慮しない)、等の

問題があるとしながら、それらは「判決に影響を及

ぼすこと大なる法令違背」とまでは言えないから

「やむを得ず上告を断念した」。しかし、「認定基準

の見直しは必要がないJr今後の認定業務における

基本的考え方が変更されるものではな」いと、引き

続き、前述CD~ ③のかっこ書きの中に述べたような

立場で業務に当たるように指示している。

"1991年B月22日 連合「労災認定の改善に腐す吾

連合意見についてJ (92年4月号、同内容で同年9

月に労災保険審議会の労働者世陸委員連名0) 1労災

認定の改善に関す号意見J)

"1991 年 11月22日全国過労死を考え吾家族の会

・過労死弁護団全国連絡会論「過労死関係法規・

認定基準改正案J(92年4月号)

"1992年3月 連合「過労問題プロジ工クト報告」

(92年4月号)

"1992年 12月17日労災保険審議会認定問題小委

員釘労働者災害補償保険制度の適切な運用につ

いてJ (93年2月号)

労働側の意見を入れて、労災倒険審議会(公労使

3者構成)に1991年2月に設置された認定問題小委員

会の約2年間に及ぶ検討結果の報告書。前掲の連合

一審議会労働者代表委員連名の「労災認定の改善に

関する意見」等は、この場での検討に向けたもので

もある。同意見では、① ILO第 121号勧告の考え

方に沿い、事業主あるいは保険者が業務外と立証で

きない場合は業務上とする、②望書務遂行性と業務起

因性の双方の成立を求める r2要件主義」の廃止、

③事業主の健康管理義務を明確化し、それを欠いて

いた場合の認定のあり方を検討、④認定基準に関る

各種「専門家会議」に労働組合の推薦する医師・学

者を参加させるとともに、公開の原則の確立、⑤労

災保闘古付請求から認定決定までの閣の「立替え払

い」制度の新設等、抜本的な制度改正を求めていたロ

また、とくに脳・心崎氏患等¢労災認定基準につい

て、「発症前1逓間より前の業務」を「千羽目的要因」

にとどめず「本要因」とすること、基礎期前喋務

によって徐々に悪化した場合も業務上と認定する

こと等の見直し、及び、見直しが行われるまでの現

行基準の弾力的運用、などが含まれていた。

結果的には、認定問題小委員会報告では、制度的

な問題については検討がなされなかった。「特に、

脳・心臓疾患については、新たな医学的文献の収

集、分析、整理のための体制整備に努めるなど、今

後とも医学的知見の収集等を積極的に推進する」と

述べているが、労働省の本音は「現在のところ見直
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管病変に限られている現行認あ付象疾病の範囲

(現行列挙疾病は労働省認定基準と同じ)を心・

血管民患及び脳血管民患まで拡大する。

②現行認惣旨針の過重負荷の考え方を基本的に

維持しつつも、ややもすると業務量や超過勤務時

間数などの量的側面のみが重視されているきら

いもあり、国際紛争や災害などの切迫した事態へ

の対応などの質的な側面からくる精神的・神経

的ストレスも重視するなどの見直し、さらには、

行政サービスの側面からも避け難い問題、例え

ば、転々異動による長期単身赴任、宮署の移転に

伴う長時間通勤等についても、認定主の考え方を

見直し、総合新薗に反映させる。

③脳・心臓疾患の公務上の災害の認定は、過重負

荷の評価に必要な勤務状況の調査、素因等を明ら

かにする医学的資料の収集の必要性から、どうし

ても発症から認定までの時闘がかかりがちであ

るが、「簡易認定調査票」を作成するなどして、

早期認定の促進のため、発症直後直ちに補償事務

主任者から認定機関に報告がなされるとともに、

認定機関から人事院職員局へ相談できるような

簡便な事務処理方策を進的る。

労働省の認定基準改Eとの対比でみると、①につ

いては、労働省の専門家会議の検討よりも早く改正

される可能性もある。

②については、過重性評価の対象期間について、

現行でも「発症前1週間」でなく r1週間文は1か月

間」と考えていること。及び、②であげた業務の質

や単身赴任、通勤条件等を評価するほか、交替制勤

務等の所定業務自体の過重性についても踏み込ん

だ評価をしている点で、労働省の先を行っている。

③については、職員が脳心崎民愚等を発症した

場合、所属省庁は認定するか否かにかかわらず「簡

易認定調査票」を作成し、人事院と相談するという

システムを考えているようだ。国家公務員の災害補

償の場合にはJがi労働者または遺族からの請求を

待って認定するのではなく、当局が職権で探知する

義務があるというシステム上の違いがあるにして

も、大きな違いである。現実に、一般職の国家公務

員の脳・心臓疾患による死亡者は1992年度で231人

で(全体の死亡者の2 7 % 。認定請求をした者の数で

はない)、このうち公務上認定されたのが8人、ここ

数年では10人前後認定されているという。

地方公務員の災害補償も国家公務員に準じるの

で、人事院の認定指針の見直しの内容によっては、

民間労働者に対する今回の労災認定基準の改正内

容と比べて、官民格差が拡大する懸念もある。

@脳・心鹿疾患等の予防対策

労働省のフ'ロジェケト委員会報告は、最後に「予

F放す策の重要性」という項目を掲げて次のように述

べている。

「労働者自身及び事業主が、脳・心臓疾患等の予防

対策のために健康管理が重要であることを認識し、

健康診断に基づいた事後指導、健康増進等の対応策

を講ずること力支必要であり、また、現在、策定が進

められている作業関連疾患の予防のための健康管

理に関するマニュアルの活用古塑まれる。

さらに、労働行政においても、職場における健康

管理労働時間短縮等の対策を一層推進し、ゆとり

ある職業生活を労働者が送れるような環境づくり

を行っていくことが重要である。」

この点でも、すでに、人事院が、国家公務員につ

いて「健康管理の観点、から疲労対策を加味した脳・

心隠疾患の予防策を確立するため」に設置した「疲

労の蓄積と脳・心嘩華民患に関する研究会」の報告が

昨年3月にまとめあれている。

また、 1992年7月に発足した「日本産業衛生学会

循環器疾患作業関連要因検討委委員会」の検討結果

もいよいよ近くまとめられる予定である。

脳心臓疾患等の予防対策、職場のストレス対策

等についての労働者サイドからの積極的な議論が

まきロことを期待叫
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しを必要とするような医学的知見は存在しない」と

いうことだとみられていた。

., 1993年3月31日基発第204号「脳血管接患及び虚

血性ID疾患等の業務起因性判断のための調査実

施要領の一部改正についてJ(93年10月号)

マ1993年3月31日基発第205草地方労災医員の効

果的活用体制の整備について」

労災保険審議会認定問題小委員会報告を受けた

かたちで、 J工言回つの通達が出された。

前者では、業務起因性判断のための「認査票」ー

「調査実施要領」を｝部改正し、後者では、脳・心

臓疾患を専門とする地方労災医員の配置や専門部

会の設置等により、地方労災医員の「効果的活用」

体制の整備に努めるよう指示している。

マ 1993年自月 総務庁行政監察局「労働者災害補償

保険事業の運嘗に闘す吾行政監察結果報告書」

(93年 10月号)一勧告の対象にはしていないが、脳

.心臓疾患等の労災認定の実態の一端を調査。

., 1993年目月 連合「労働安全衛生環境対策指針」

(94年2月号)
., 1994年1月 経済企画庁経済研究所主任研究官室

医癒経済ユニット「研究論文働き週ぎと健康

障害勤労者の立場からみた分析と提言 J (94

年5月号)

., 1994年 3月 疲労の蓄積と脳・心臓疾患に潤する

研究会報告(人事院)

., 1994年6月E回全労働省労働組合過労死等問題

検討委員会中間報告

., 1994年9月 19日過労による労災遺家族連絡会

「要講書」

労働省としては、労災保険審議会認定問題小委員

会の作業力f終了し、「調査実施要領」の部分改正等

の一定の手直しでひと区切りついたと考えていた

かもしれないが、 1987年基準の内容と運用の見直し

を求める世論はとまらなかった。むしろ、 1992年9

月の東京都中野区議会での意見書採択を皮切りに、

1993年 12月には東京都議会でも「労働災害過労死認

定に関する意見書」を採択、翌1994年1月には関東

甲信越l日朝9県議会議長会や10都道府県議長会でも

取り上げられるなど(いずれも、①認定基準の緩和、

信通速な処理体制、@:調査資料の開示等を求めるも

の)等々、言わば「市民常識」から本離した 1987年

基準の改正を求める声が広がっていった。

見直レの第一歩 予防対策にも注目

@改正の効果は運用次第

このような流れの中で今回の認定基準の改正を

とらえたとき、労働省の重い腰を上げさせて見直し

作業の第ー歩となったという点で、まず積極的に評

価したい。

しかし、内容的にはきわめて慎重というか問題点、

が残ること、また、 1987年基準にしても現場での運

用のされ方によって業務上認定の範囲が著しく異

なってくることからして、全体的な評価は今後の運

用のされ方をみてみないと断言できないというの

が率直な感想である。

@官民格差拓大の懸念

さらに、上言c1笛晶ではふれなかったが、現在、人

事院における国家公務員に対する「脳血管疾患及び

虚血性心疾患等誌の公務上の災害の認定指針 J(現行

一昭和62年 10月 22日付け職補 587人事院事務総局

職員局長通達)の「見直し・充実化」の作業が進め

られている。人事院では、職員局長の私的諮問機関

として5名の専門医による「業務関連疾患過重負

荷検討専門家会議」を1993年4月に設置し検討を行

ってきた(労働省のプロジェクト委員会の設置は

199伴 5月とされるから1年以上早い)が、今年4月に

も認定指針を改正する予定と言う。

伝えられる認定指針改正の内容は次のとおり。

①野E性不整脈による「心臓性突締EJ等を認定

対象胸部こ加え、脳血管民患・虚血性心疾患と血

10 安全センター情報開年4月号
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標記については、昭和切年10月26日付け基発第

620号(以下 i620号通達」という。)により示してき

たところであるが、その後の医学的知見等を踏ま

え、「脳・心臓疾患等に係る労災補償の検討プロジ

ェケト委員会Jにおいて検討カ可子われた。今般、そ

の検討結果に基づき620号通達のうち、業務に起因

することの明らかなものに係る認定基準を新たに

下記のとおり定めたので、今後の取扱いに遺漏のな

いよう万全を記されたい。

なお、 62押通達のうち、業務に起因することの

明らかなもののみに係る部分は廃止する。

言E

第1認定基準

1 取り扱う疾病

本認定基準は、中枢神経及び循環器系疾患のう

ち、次に掲げる腐患について定めたものである。

(1 ) 脳血管疾患

イ脳出血

ロ くも膜下出血

ハ脳梗塞

一高血圧性脳症

「脳血管疾患」とは、広義には脳血管の民害す

べてを意味するが、本認定基準では、そのうち、

脳血管発作により何らかの脳障害を起こしたも

のをいう。従来、脳卒中と呼ばれていた民患がこ

れに該当する。

(2 )虚血性心疾患等

イ 一次性心停止

ロ狭心症

ハ心筋梗塞症

一解離陣式動脈痛

「虚血性心、疾患」とは、冠循環不全により、心

機能異常又は心筋の変性壊死を生じる疾患をい

い、イからハに掲げる疾患である。また、虚血性

心疾患以外の解離性大動脈癒を含め「虚血性心疾

患等」とした。

2 認定要件
次の(1) 及び(2 )のいずれの要件をも満たす脳

血管民意及び虚血性J己,¥19も患等l土、労働基準法施行規

則別表第1の 2(以下「別表」という。)第9号に該当

する疾病として取り扱うこと。

(1 ) 次に掲げるイ又はロの業務による明らかな過

重負荷を受けたことが認められること。

イ 発生状態を時間的及び場所的に明確にし得

る異常な出来事(業務に関連する出来事に限

る。)に遭遇したこと。

ロ 日常業務に比較して、特に過重な業務に就労

したこと。

(2 )過重負荷を受けてから症状の出現までの時間

的経過が、医学上妥当なものであること。

なお、本認定基準においては、現在の医学的知

見に照らし、業務上の諸種の要因によって発症し

たか否かの判断基準として、妥当と認められるも

のを認定要件としたものである。

3 認定要件の運用基準

(1 ) I 過重負荷」とは、脳血管疾患及び虚血性J己、疾

患等(以下「脳・心峨疾患」という。)の発症の基

縫となる動脈硬化等による血管病変又は動脈癌、

心峨凌性等の基礎的病態(以下「血管病変等Jと

いう。)をその自然総且を超えて急激に著しく増

悪させ得ることが医学経験則上認められる負荷

をいうものであり、業務による明らかな過重負荷

として認められるものとして「異常な出来事に遭

遇したこと」及び「日常業務に比較して、特に過

重な業務に就労したこと」を掲げ、これを認定要

件としたものである。

なお、ここでの自然、総晶とは、加齢、一般生活
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表4 過労死「業務よ」認定判例一覧(1987年基準制定以降の分)

10

11

12

13

14

15

16

17

新宿労基署宮崎ロツ力室管理人脳内出血死事件

中央労基署 沖山漁業季節労働者脳出血死事件

京都地公災基金 八田市教委次長くも膜下出血死事件

静岡労基署鈴木出向中脳出血死事件

社会保険庁下船場急性心不全死事件

出典

労働判例 51日号6頁

労働判例528号98頁等

労働判例529号15頁等

労働判例 532号36頁
労働判明~55C号65頁等

労働判例556号引頁等

労働判附557号47頁等

労働判例571号30貰

労働判例 571号30頁

労働判例574号45頁等

労働判119～591号76頁等

労働判例 582号33頁

労旬 1266号 52頁等
労働判例593号12頁等

労働判例615号52頁等

労働判例598号20頁等

労働判例606号35頁等

未搭載

労働判例611号46頁等

労働判例626号67頁

労働判例 628号44頁

労働判例636号56頁等

判時 1478号 155頁

労働判例 640号47頁

未搭載

未搭載

労働判例649号14頁

判時 1501号 150頁

労働判例 657号 77頁

未搭載

労働判官～651号13頁
未搭載

労働判例 660号48頁

労働判例654号日頁

労働判例 659号42頁

未搭載

労働判例 663号

未搭載

事件名

天満労基署・柴田出稼労働者脳出血事砕

埼玉県地公災基金｝曾回公務旅行中脳梗塞死事件

回B市労基署亀山トラツウ運転手脳出血死事件

和歌山労基署 i向トレ ラー蓮華王手急性心不全死事件

中野労基署三田トラツウ運転手くも膜下出血死事件

愛知地公災基金 岡林教議特望者性脳内出血死事件

高知地公災基金・有田中学校教諭くも膜下出血事件

天満労基署柴田出稼労働者脳出血事件

岡山地公災基金水川ソフトボ Jレ競技中急性心筋梗塞死事件労働判例574号56頁等

京都地公災基金 八回布教委次長くも膜下出血死事件

94.

94.

94.

94.

94.
94.

94.

94.

1 9

20

21

22

2 3

24

25

26

27

28

29

30

31

32
3 3

34

35

36

37
3 8

3 9

加古川労基署小林バナナ加工業者くも膜下出血死事件

京都地公災基金!北芝中学教諭脳内出血死事件

横浜南労基署岩村くも膜下出血死事件

東京地公災基金梅田高校教諭脳内出血死事件

東京地公災基金加藤高校教議心筋梗塞死事件

佐賀労基署平ヲヴシー運転手脳内出血死事件

京都地公災基金星野消防職員くも膜下出血死事件

静4岡地公災基金酒井清掃作業員不整脈死事件

尼崎労基署大池ヲヲシ運転手脳内出血死事件

茨木労基署新幹線整備栄脳出血死事件
岡山地公災基金. 7 . 1 <111ソフトポーJレ競技中急性心筋梗塞死事件

小諸労基署獄出稼坑夫くも膜下出血死事件

高知地公災基金有田中学校教諭くも膜下出血事件

名古屋南労基署!安保韓国出張中脳出血死事件

大阪地公災基金 i福山中学教員くも膜下出血死事可牛

90. 2.21

90. 9.19
90.10.16

9ι10.23

91.2 .4 向島労基署宇都宮左官急性心臓死事件

91 . 2. 1 大恕労基署 白沢電気工外傷性急性硬膜下血腫死事件

91. 5.27

91. 7.16

91. 9.13

91. 11. 15

91.12.20

2 .6 静岡地公災基金酒井清持制下業員不整脈死事件

4.28

2.24

3.23

4.28

9.30

92.

92.

93.

93.

93.

93.

93.11 . 8香J11地公災基金中村清掃工務係長脳幹出血死事件

No 判例年月日

1 大阪地判 88. 5.16
2東京高判 88. 6.29

3名古屋高判 88.10.31

4和歌山地判 88.1 1. 30
5名古屋地判 89.10. 6 園山内郵便局員脳出血死事件
6東京高判 89.10.26

7名古屋地判89.12.26

日高知地判

9大阪高判

広島高判

京都地半～

東京高判

秋田地判

東京高判

東京地判

大阪高判

静岡地判

1日東京地判

静同地判

大阪高判

大阪高判

横浜地判

東京高判

東京高判

高松地判

福岡高宮崎支判 93.12.15 鹿児島地公災基金永野高校教諭心不全死事件

佐賀地判

大阪高判

東京高判

神戸地判

大阪高判

最高裁
長野地判

高松高判

名古震地判94.

大阪地判 94.

津地判

仙台地判 94.10.24 仙台労基署 I井上研修中くも膜下出血死事件

高松高判 94.11 . 1 香川地公災基金中村清掃工務係長脳幹出血死事件

2.18

2.23

2.23

3.11

3.18
5.16

6.16

8.26

8.26

8.29

94.10. 6 津地公災基盆 久保消防士不整脈死事件

1 9 静同地判 92. 2 .6 静岡地公災基金酒井清持制下業員不整脈死事件

20 大阪高判 92. 4.28 加古川労基署小林バナナ加工業者くも膜下出血死事件

21 大阪高判 93. 2.24 京都地公災基金!北芝中学教諭脳内出血死事件

22 横浜地判 93. 3.23 横浜南労基署岩村くも膜下出血死事件

2 3 東京高判 93. 4.28 東京地公災基金梅田高校教諭脳内出血死事件

24 東京高判 93. 9.30 東京地公災基金加藤高校教議心筋梗塞死事件

25 高松地判 93.1 1 . 8香J11地公災基金中村清掃工務係長脳幹出血死事件

26 福岡高宮崎支判 93.12.15 鹿児島地公災基金永野高校教諭心不全死事件

27 佐賀地判 94. 2.18 佐賀労基署平ヲヴシー運転手脳内出血死事件

28 大阪高判 94. 2.23 京都地公災基金星野消防職員くも膜下出血死事件

29 東京高判 94. 2.23 静4岡地公災基金酒井清掃作業員不整脈死事件

30 神戸地判 94. 3.11 尼崎労基署大池ヲヲシ運転手脳内出血死事件

31 大阪高判 94. 3.18 茨木労基署新幹線整備栄脳出血死事件

32 最高裁 94. 5.16 岡山地公災基金. 7 . 1 <111ソフトポーJレ競技中急性心筋梗塞死事件

3 3 長野地判 94. 6.16 小諸労基署獄出稼坑夫くも膜下出血死事件

34 高松高判 94. 8.26 高知地公災基金有田中学校教諭くも膜下出血事件

35 名古震地判94. 8.26 名古屋南労基署!安保韓国出張中脳出血死事件

36 大阪地判 94. 8.29 大阪地公災基金 i福山中学教員くも膜下出血死事可牛

37 津地判 94.10. 6 津地公災基盆 久保消防士不整脈死事件

3 8 仙台地判 94.10.24 仙台労基署 I井上研修中くも膜下出血死事件

3 9 高松高判 94.11 . 1 香川地公災基金中村清掃工務係長脳幹出血死事件

岡村親宜過労死の救済と救済立法論一(労働法律旬報第1351号)に胤却を追加。
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等において生体が受ける通常の要因による血管

病変等の経過をいう。

(2) i異常な出来事」とは、具体的には次に掲げる

出来事である。

イ 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の

精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難

な異常な出来事

ロ 緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発

的又は予測困難な異常な事態

ハ急激で著しい作業環境の変化

(3) i日常業務に比較レて‘特に過重な業務」につ

いては、次のとおりである。

イ 「日常業務」とは、通常の所定労働時間内の

所定業務内容をいうものである。

ロ 「特に過重な業務」とは、日常業務に比較し

て特に過重な精神的、身体的負荷を生じさせた

と客観的に認められる業務をいう。

客観的とは、当該労働者のみならず、同僚労

働者文は同種労働者(以下「同僚等」という。)

にとっても、特に過重な精神的、身体的負荷と

判断されることをいうものであり、この場合の

同僚等とは、当該労働者と同程度の年齢、経験

等を有し、日常業務を支障なく遂行できる健康

状態にある者をいう。

ハ業務による過重負荷と発症との関連を時間

的にみた場合、医学的には、発症に近ければ近

いほど影響が強く、発症から遡れば遮るほど関

連は希薄となるとされているので、次に示す業

務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重

な業務か否かの判断を行うこと。

(イ)発症に最も密接な関連を有する業務は、発症

直前から前日までの聞の業務であるので、まず

第一にこの間の業務が特に過重であるか否か

を判断すること。

(ロ)発症直前から前日までの間の業務カ幣に過

重であると認められない場合であっても、発症

前1週間以内に過重な業務古噌陸続している場合

には、血管病変等の急教て著しい増惑に関連が

あると考えられるので、この聞の業務が特に過

重であると客観的に認められるか否かを判断

すること。

(ハ)発症前1週間より前の業務については、この

業務だけで血管病変等の急激で著しい増悪に

関連したとは判断し難いが、発症前1週間以内
の業務が日常業務を担当程度超える場合には、

発症前1週間より前¢業務を含めて総合的に判

断すること。

なお、業務の過重性の評価に当たっては、業務量、

業務内容、作業環境等を総合して判断すること。

(4) i症状の出現」とは、自覚症状又は他党症状が

明らかに認められることをいう。

第2 認定に当たっての留意事項

1 認定の基本的な考え方について

脳心臓疾患は、血管病変等が加齢や一般生活等

における諸種の要因によって、増悪し発症に至るも

のがほとんどであり、この血管病変等の形成に当た

って業務が宣接の要因とはならないことも指摘さ

れている。また、脳・心臓疾号、の発症と医学的因果

関係が明確にされた特定の業務は認められていな

し、。
業務上の諸種の要因による精神的、身体的負荷が

時として、血圧変動や血管収縮に関与するであろう

ことは、医学的に考えられることであるが、労働者

が日常業務に従事する上で受ける負荷による影響

は、その労働者の血管病変等の自然庇お晶の範囲にと

どまるものである。

しかしながら、業務が急激な血圧変動や血管収縮

を引き起こし、血管病変等をその自然硲晶を超えて

急激に著しく増悪させ発症に至った場合には、業務

古宮中日対的に有力な原因であると判断し、業務に起因

することが明らかな痴育とするものである。

2 認定要件について

(1 ) 異常な出来事について

異常な出来事として、「極度の緊張、興奮、恐

怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突

発的又は予測困難な事態」及び「緊急の強度の身

体的負荷を強いられる突発的文は予測困難な異

常な事態」を掲げているが、これは、生体がこれ

らの事態に濫置すると、急激な血j王変動や血管収

縮を引き起こし、血管病変等をその自然経過を超

えて急激に著しく増悪させ得るからである。

さらに、異常な出来事に含まれるものとして、

「急激で著しい作業環境の変化」を掲げているが、

これは、例えば、極めて暑熱な作業環境下で水分

機告が著しく阻害されるような状態により、脳梗

塞が発症すること及び急激な温度変化が血圧変

動や血管収縮に関与すること等の医学的知見に

基づくものである。

(2 )日常帯創こ比較レて、特に過重な業務について

イ 日常業務による負荷の影響は、血管病変等の

自然品盟の範囲にとどまるものであるから、日

常業務の過程で発症したような場合には、業務

起因性は認められない。

なお、ここでいう日常業務とは、通常の所定

労働時間内の所定業務内容をいうものである

が、例えば、恒常的な時間外労働古可子われてい

る場合には、時間外労働を除いた業務が日常業

務である。

また、特に過重な業務とは、同僚等が同様に

発症していなければならないというものでは

なく、同僚等にとっても医学経験則上、特に過

重な精神的、身体的負荷と認められれば足りる

ものであること。

ロ 発症に影響を及ぼす時期については、医学経

験則上、発症前1週間程度をみれば、評価する

期間としては十分であるとされることから、本

認定基準においては、一応の時間的な目安とし

て '1週間」としているのであって、 1週間を限

定的に区分するものではない。

なお、発症前1週間以内に過重な業務古弔陸続

している場合の継続とは、この期間中に過重な

業務に従事した連続した日が含まれていると

いう趣旨であり、必ずしも1週間を通じて過重

な業務に従事した日が間断なく続いている場

合のみをいうものではない。したがって、発症

前1週間以内に就労しなかった日があったとし

ても、このことをもって、直ちに業務外とする

ものではない。

ハ業務の過重性の評価に当たっては、業務量

(労働時間、労働密度)、業務内容(作業形態、

業務の難易度、責任の軽重など)、作業環境(暑

熱、寒冷など)、発症前の身体の状a等を十分

調査のと総合的に判断する必要がある。

なお、所定労働時間内であっても、日常業務

と質的に著しく異なる業務に従事した場合に

おける業務の過重性の評価に当たっては、専門

医による評価を特に重視し、判断すること。

(3 )症状の出現について

通常、過重負荷を受けてから 24時間以内に症状

が出現するが、脳梗塞及び脳出血は、症状の出現

までに数日を経過する場合がある。

3 その他

(1 ) 脳卒中について

脳卒中は、脳血管発作により何らかの脳障害を

起こしたものをいい、従来、脳血管民患の総称と

して用いられており、現在では、一般的に前記第

1の1の(1) に掲げた疾患に分類されている。

業務と発症との関連を判断する上で、詳細な疾患

名は重要であるので、臨床所見、解習l所見のほか

に、発症前の状i5il(瞭高等の自覚症状文は他覚所

見が参考となる。)、症状の出現時の撚兄(駒高等

の自覚涯状又は他覚所見、発作の状態、発作によ

る軒到状況等が参考となる。)等により推定でき

ることもあるので、これらを基に、専門医から意

見を徴する等により可能な限り確認する必要が

ある。

なお、確認できない場合には、本認定基準によ

って判断して差し支えない。

(2 )先天性心疾患等について

先天性J岬議等(高血圧性心集号車、心筋症、心

筋炎等を含む。)を有する場合は、これらの心1臓

疾患が原因となって慢性的な経過で増悪し、文は

不整脈等を併発して死亡等の重篤な状態に至る

ことが多いので、単に重篤な状態古喋務遂行中に

起こったとしても、直ちに、業務と発症との関連

を認めることはできない。
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しかしながら、先天性心民患等を有していて

も、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態

に至るとは考えられない場合であって、業務によ

る明らかな過重負荷によって急激に著しく重篤

な抗態に至ったと認められる場合には、業務と発

症との関連力r認められる。

したがって、先天性心筑愚等を有する場合に

は、先天性心疾患等の民意名、その程度及び療養

等の経過を十分調査の上、本認定基準によって判

断して差し支えない。

(3 )本省りん伺について

次の事案については、本省にりん伺すること。

イ 認定基準により判断し難い事案

(イ)業務による継続的な心曜的負荷によって発

症したとして請求された事案

継続的な心漣的負荷については、発症との医

学的因果関係を明確に認める医学的知見が確

立していないこと、その影響度合いも個人差が

大きいこと等の理由から、最新の医学育報の収

集、分析等専門的な検討を行った上で、個別に

適切な判断を行う必要がある。

このため、業務による継続的な心理的負荷に

よって発症したとして請求された事案に係る

医学的事項については、当面、本省において検

討するので、りん伺することとしたものであ

る。

(ロ)認定基準で掲げた疾病以外の疾病に係る事

案

本認定基準で掲げた疾病以外の疾病につい

ては、一般的に過重負荷に関連して発症する疾

患であるとは考えられないが、医学的資料とと

もに、本認定基準で掲げた疾病以外の劇丙が過

重負荷に関連して発症したとして請求された

事案については、本省にりん伺することとした

ものである。

ロ 原因となった疾患名在特定できない急性心

不全

急性J[j不全(急性心臓死、心臓麻簿等という

場合もある。)は、通常、心臓が停止した状態

をいい、民患名ではない。急性心不全の原因と

なった筑患は、脳・心臓民愚に限らず、他の疾

患の場合もあり、業務と発症との関連を判断す

る上で、原因となった疾患名は重要であるの

で、臨床所見、解剖所見等により確認する必要

古まある。

しかし、臨床所見、解音it所見等により十分な

医学的究明がなされていても、原因が不明な場

合及び医学的な判断資料が不足しているため

疾患名を確認できない場合には、本省阿1閣
にりん伺すること。 島品担畠

1 プロジェク卜委員会の設置の背景と目的

脳血管里見壱及び虚血性心疾患等(以下「脳・心、臓

民号、等」という。)に係る労災認定は、昭和62年 10

月26日付け基発第62()号「脳血管疾患及び虚血性心

掛乙曹、等の認定基準についてJ(以下「認定基準」と

いう。)に基づいて行ってきたところであるが、近

年、この認定基準やその運用が労働者にとって厳し

過ぎる、労骨者の保護に欠けるのではないか等の意

見もあり、労働者災害補償側険審議会においては労

災認定の在り方について議論がなされてきた。ま

た、行政事件訴まにおいても、国側が臨序する事案

が増えているところである。

このため、脳・心臓疾患等に係る労災補償につい

ての問圏点在整理し、今後の対応を明らかにするこ

とを目的として、本プロジェクト委員会が設置され

た。

2 ブロジzク卜委員会の開催状況

プロジェケト委員会は、平成6年5月初日の第1回

会合以降、医学的視点及び法律的視点、からの検討を

行い、 12月 16日本報告書を取りまとめた。

3 検討の視点

プロジェクト委員会では、脳心臓民号、等に対す

る労災補償が、適切に行われているかを基本的視点

としつつ、次の事項について検討を行った。

(1)疲労の蓄積及び精神的負荷について

( 2 )業務の過重性の評価について

(3 )脳・心臓民望等に関するその他の問題点につ

いて

4 検E背吉果

認定基準の基本的な考え方は、「業務によって、

脳・心臓疾患等kの発症の基礎となる病態(血管病変

等)が、その自然組晶を超えて急激に著しく増悪し

発症に至った場合には、業務上の肉声として取り扱

う」というものであり、この考え方は、次のような

医学経験則に基づいている。

①脳・心臓疾患等は、血管病変等が加齢や一般生

活等における諸種の要因によって徐々に増悪し

発症に至るものがほとんどであるが、なかには、

急激な血圧変動や血管収縮によって自然経過を

超えて急激に著しく増悪し、発症に張るものがあ

る。

② 自然総晶を超えて発症したものについて、発症

との関連でみた場合、発症に近い時点、での負荷ほ

ど関連が大きい。

これらの事項について、検討を行ったところ、認

定基準は、基本的な考え方において妥当である。

しかしながら、脳・心臓民愚等に係る労災認定に

ついては、なお検討すべき以下のような問題があ

る。

(1 ) 疲労の蓄積及び精神的負荷について

この問題に関しては、恒常的な時間外労働等によ

る疲労の蓄積及び精神的負荷の評価が不十分であ

るという批判があり、これらを踏まえ、次のように

問題点を整理した。

イ 業務を原因とする不整脈によ吾突然死等の取

扱い

近年、不整脈を原因とする突然死等についての

医学研究が進み、業務との関連が示唆されている

が、その取扱いが認定基準に取り入れられていな

(今後の対応)

業務を原因とする不整脈による突然死等の労

災認定について、専門家会議を設置して認定基準

の設定等について検討する必要がある。

ロ発症前1週間より前の業務について

この点に関しては、

②認定基準に定めている発症前1週間という期

閣は、医学的根拠が不十分である。

②発副首1週間以内に休日があった場合、認定

されない。

などの批判があるが、業務による過重な負荷と発

症との関連を時間的にみた場合、発症に近ければ

近いほど影響古強く、発症から遡れば遡るほど関

連は希薄となるということが医学的知見であり、

主に発症に近い業務によって認定するという考

え方は妥当である。

発症に影響を及ぼす期間については、医学経験

則上、発症前1週間限度をみれば、評価する期間

としては十分であるとされることから、認定基準

においては、一応の時閣的なメドとして r1週間」

としているのであって、 1週間を限定的・固定的

に区分するものではない。

なお、この期間中に就労しなかった日があった

場合、一般的に、ある程度疲労が回復されると認

められるものの、十分に疲労が回復しないことも

あることから、就労しなかった日があることをも

って直ちに業務外とするという考え方はとって

いない。

しかしながら、一般に発症前1週間より前の業

務は、血管病変等の急激で著しい増悪に関連した

とは判断しがたいので、この業務だけで発症との

関連を認めることはできないとしてJす加的に考

慮することとされており、消極的評価にとどまっ

ている。

(今後の対応)
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発症前1週間以内¢業務が過重でなければ、発

症前1週間より前の業務が過重であっても、通常、

この業務だけで発症との関連を認めることはで

きない。しかしながら、 1週間という期聞が示さ

れた趣旨を踏まえると、発症前1週間以内の業務

が日常業務を相当程度超える場合には、業務の過

重性の評価に当たって、発症前1週間より前の業

務を含めて総合的に判断することが妥当である。

ハ継続的な,む理的負荷(精神的ストレス)の評価

について

継続的な心哩的負荷については、発症との医学

的因果関係が不明確な部分が多く、現段階では、

基準の策定は困難であるが、何らかの関連が考え

られるものについての対応が必ずしも明確でな

し、。
(今後の対応)

継続的な心暗的負荷については、発症との医学

的因果関係を明確に認める医学的知見が確立さ

れておらず、その影響度合いも個人差が大きいこ

とから、個別に専門的検討を加えたうえで判断さ

れるべきである。

この場合、業務による継続的な心理的負荷によ

って発症したとして労災請求されたものに係る

医学的専門事項については、本省でー括処理する

のが望ましい。

なお、車断売的な心暗的負荷と発症との医学的関

係等について、医学界の動向も見極めつつ専門家

による検討を行っていく必要がある。

(2 )業務の過重性の評価について

イ 期主の過重性の客観的な評価

業務の過重牲の評価に当たっては、業務が「同

僚又は同種労働者(以下「同僚等」という。)にと

っても特に過重であること」を必要としている。

この点、に関しては、

①基礎疾患等を有する者の個人的事情が評価

されない

②業務が、同僚等にとっても特に過重でなけれ

ばならないとする基準は厳しすぎる

などの意見や批判があるが、基礎民愚等を有する

者の個人的事情のみをもって業務の過重性の評

価を行うことは妥当ではなく、業務古宮相対的に有

力な原因となって発症したものについて補償の

対象としようとする労災補償制度の趣旨に照ら

せば、何らかの客観的な評価が必要である。

このような考え方に基づいて、認定基準は運用

されているが、なお、次のような問題がある。

(イ)業務が「同僚等にとっても特に過重であるこ

と」としているのは、業務の過震性を客観的に

評価するためのものであるが、同僚等として、

一般的な労働者を想定しているので、この場合

には、業務が発症に及ぼす影響の度合いが、年

齢、経験等により異なる点が考慮されない。

(ロ)なお、この場合、同僚等が発症していないこ

とをもって、直ちに「業務外」となるものでは

ないことが十分理解されていない。

(舎後の対応)

(イ) r同僚等にとっても特に過重であること」と

いう考え方については、「発症した当該労働者

と間程度の年齢、経験等を有し、日常業務を支

障なく遂行できる健康状態にある同僚等にと

っても、特に過重であることJとする必要があ

る。

(ロ)この場合の「特に過重であること」とは、同

僚等が同様に発症していなければならないと

いうものではなく、同僚等にとっても、医学経

験則上、精神的ヌは身体的に特に過重と認めら

れる負荷であることをいうものであり、この考

え方に即して判断する必婆がある。

ロ 日常業務の評価

業務の過重性の評価に当たり、「日常業務に比

較して特に過重でなければならない」という要件

を設けているのは、日常業務は当該労働者の日常

生活の一環であり、これによる血管病変等の増悪

は自鰐粧品の範囲内と考えられるからである。し

たがって、業務の過重性を考える場合に、日常業

務と比較して特に過重でなければならないとす

る認定基準は妥当である。

しかしながら、この点に隠しては、なお、次の

ような問題がある。

(イ)所定労働時間内に質的に著しく異なる業務

に従事した場合における、業務の過重性の評価

について明確に示されていない。

(ロ)日常業務が過重であるにもかかわらず、これ

が評価されていないという批判の中には、恒常

的な時間外労働を含めた業務を日常業務と考

えている場合があるなど認定基準が理解され

ていないものがある。

(今後の対応)

(イ)所定労働時間内に、質的に著しく異なる業務

に従事した場合における業務の過重性の評価

に当たっては、医学専門家による評価を特に重

視する必要がある。

(ロ)認定基準にいう日常業務とは、所定労働時間

内の所定業務内容をいうものであり、例えば、

恒常的な時間外労働が行われている場合であ

っても、時間外労働を含めて日常業務とするも

ので、はないことを周知する必要がある。

(3 )脳ー心臓疾患等に関するその他の問題点につ

いて

脳・心臓民意等に係る労災補償については、上記

以外に次のような問題がある。

イ認定基準の周知等

認定基準の周知など適切な労災認定のための

対応が十分とはいえない。

(今後の対応)

(イ)業務の過重性の評価基準や評価方法等を体

系的に取りまとめた解説集ないし質疑応答集

等の作成を考えるべきである。

また、認定事例を収集し、これを広く周知す

る。

(ロ)引き続き相談体制の充実、広報活動の強化等

を図る。

(ハ)認定基準は、多数の請求事案を迅速かつ斉一

的に克巳韮するために、一定の要件を定めたもの

であって、この要件に該当するものは業務上と

推定されるが、これに該当しないものが一律に

業務外とされるものではない。

したがって、認定基準により判断し難いもの

については、個別に業務との因果関係を判断す

べきものであることを周知する必要がある。

ロ迅速処理

脳・心臓疾患等に係る労災補償については、事

実関係の把握等に日時を要するという事情はあ

るが、請求から決定に至るまでに長期閣を要する

ものがある。

(舎後の対応)

(イ)処理期間の短縮を図るため、処理の阻害要因

の把握と僻削唱磁苗的に行えるよう、体制の整

備を図る。

(ロ)効率的な慰霊が確保されるよう、調査計画の

策定等の明確化などを徹底させる。

(ハ)研修の充実、本省と地方局署との連携強北な

ど各種の方策の推進を図る。

5 予防対策等の重要性

脳-心臓筑愚等に係る労災補償について、前記の

とおり検討を行ってきたが、これらの疾患について

は、加齢とともに動脈硬化等が進行し、だれでも脳

.心嘱拡患を発症する可能性があるものであり、成

人病との関係が深い疾病であるため、予防対策が特

に重要である。

また、我が固における脳・ i[.'峨民患による死亡者

数の合計は、死亡原因の第1位のがんによる死亡者

数を上回り、約30万人を数える痴甫であるにもかか

わらず、これを予防する健康管理は未だ十分とはい

えないのが実情である。

労働者自身及び事業主が、脳・心臓疾患等の予防

対策のために健康管理が重要であることを認識し、

健康診断に基づいた事後指導、健康増進等の対応策

を講ずることが必要であり、また、現在、策定が進

められている作業関連疾患の予防のための健康管

理に関するマニュアルの活用が望まれる。

さらに、労働行政においても、職場における健康

管理・労働時間短縮等の対策を一層推進し、ゆとり

ある職業生活を労働者が送れるような環境づくり

を行っていくことが重要である。 囲
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持議の翼動性羅鵠に
あちゆる努力を
震災復旧工事に伴うアスベスト対策等

前号で、阪神大震災の災害復旧工事が進む中で、

二次災害の防止、防じん(紛じん)・防振(娠動)対

策、有害物対策が急務であると指摘されている。す

でに転落等による死亡災害の多発等も伝えられて

おり、一層のf主意の喚起、対策の徹底が必要である。

環境監視研究所(大阪)の中地重晴氏は、 2月18日

に、神戸市東灘区甲南町の国道2号怒田中交差点、付

近の Eマンシヨン解喰現場でのアスベスト飛散状

態を測定している。こ¢現場は、アスベスト根絶ネ

ットワーク(東京)の依田彦三郎氏が発見し、 2月8日
付けの東京新聞朝刊で大きく報道されたところ(右

頁写真)。国道に面した5階建てマンシヨンが崩壊

し、がれきの中から突き出した鉄骨にむきだしの状

態で大量のクロシドライトが吹き付けられていた

(X線回折によって確認)。がれきの上にも鉄骨から

落下した破片が多数散乱し、そのそばを学生や主婦

らが通るが、飛散防止の措置どころか危険との警告

すらなかった。

2月17日から解体工事が実施されたが、散水もせ

ずに、鉄骨をちぎり、クロシドライトを振り落とし

てから(!) 、がれきをシャベルですくうという実態

(25頁写真)。当然、アスベストを含む紛じんが多量

に飛散するが、下請作業員には防じんマスクも支給

されず、歩行者や自転車刺阿も知らされずにそばを

通行したり、作業を見学している者もいた。クロシ

ドライトのついた鉄骨、振り落とされたクロシドラ

イトの混じったがれきを、覆いもせずにトラックで

搬送していた。

この解体工事の真つ最中に、敷地境界から 1~2m

離れた地点、での大気中アスベスト濃度を測定した

わけだが、 2地点で、 1リットル中それぞれ160本、

250本のアスベスト繊維が測定された。労働安全衛

生法に基づく作業環境管理濃度はクロシドライト

について0.2本/cc~200本/l(クリソタイルでは2本
/cc~2ωo恥］)であるから、 250本だとそれを上回

る。大気汚染防止法による排出基準(アスベスト製

品製造工場の膨油境界濃度)10本/1の16～25倍。環

境庁のモニタリング調査による一般大気環境濃度

が平成5年度のデータ (22頁の表参照)で、幹線道路

周辺糊0.4 3本ノl(幾何平均)、商工業地欄 17本/1

(間前)であるから、その数百～数千倍。屋外作業に

もかかわらず相当の高濃度であるロ

アスベスト根絶ネットワークと環境監視研究所

では、この現場を含めたズサンながれき撤去、ビル

解体等の工事現場数か所の実態調査を踏まえて、 2
月20日に、兵庫労働基準局及び神戸東・神戸西労働

基準監督署に対して、①飛散防止対策、防じんマス

クの着用等の指導の徹底、②安全パトロールの強

化、⑤関係省庁、自治体と協議して特に解体現場周

辺の歩行者・自転車などの通行規制、防じんマスク

の配布、廃棄物処分・処理の過程での飛散防止対策

に万全を期すことを申し入れた。翌21日には前記測

定結果を環境庁記者クラプ等で発表している。

しかしながら、上記現場内の解体・撤去工事は改善

されないまま「強行」されてしまっている。3月9日
に中地氏と古谷杉郎全国安全センタ一事務局長が

現地を訪れた際にはすでに整地もすんでいたが、か

たわらの残土には吹き付けアスベストの残骸がみ

られたという。現地ではようやく現場を防音シート

で覆ったり、散水しながらの工事が行われるように

なってきたようだが、特に吹付けアスベストの除去

に関しては、同様のズサンな処理の方が依然多いと

思われる。

環境庁は、 2月23日、有害物質の漏洩等による二

次災害を未然に防止することを目的として、 2月6

12臼に実施した大気環境モニタリング緊急調査の

結果を発表した。

調査対象は、神戸市内の 20か所をはじめ、尼崎市、

西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、

加古川市、高砂市、播磨町、北淡町、一宮町で50か

所を選定。以下の項目について実施した o

-特定紛じん(法第 2条):アスベスト

・特定物質 (法第17条):アンモニア、弗イ凶く素、

シアン化水素、ホルムアルデヒド、塩化水素、

塩素、ベンゼン、ブエノール

・有害大気汚染物質等 :有機塩凍化合物(トリク

ロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩

イじ炭素、 1 . 2ジクロロエタン、ジケロロベン
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物質名 最小～最大 中央値 一般大気環境
濃度レベル

大気環
境指針

労働衛生
の基準等

アンモニア ND~ O.lppm ND ~ O.lppm * 25

ホルムアルデヒド ND'~ 7 ppb ND ~34 ppb 500*
塩化水素 ND~80 ppb 4 ppb *5 000

ベンゼン ND~ 目日1μg/m' 1.3 μg/m' ~25 μg/m' 32000

フェノール ND~46 ppb ND *5 000

トリクロロエチレン ND~ 5.8μg/m' 1. 4μg/m' ~ 8.8μg/m' 250 270000

テトラクロロエチレン ND~33.0μg/m' 5.2μg/m' ~13 μg/m' 230 340000

四塩化炭素 ND~ 1. 6μg/m' ND ~ 2.9μg/m' 62000

l,2~ジケロロエタン ND~ 0.8μg/m' ND ~ 3.8μg/m' 40000

p-ジクロロベンゼン ND~ 5。目μg/m' 1. 1μg/m' ~ 5.3μg/m' *300 000

ジクロロメタン ND~17.0μg/m' 1. 1μg/m' ~19 μg/m' 340000

1,1, 1トリクロロエタン ND~ 5.9μg/m' 1. 9μg/m' ~19 μg/m' 1100000

アクリロニトリル ND~ 1.2 μg/m' ND ~ 2.4μg/m' 43000

1,3-プタジエン ND~ 3.8μg/m' ND 本本 22000

注意1: rー般大気環境レベル」は、環境庁等が圏内で実施した一般大気環境に関する調査結果

をもとに、検出範囲を整理したもの。
注意 2: r大気環境指針」は、入の健康を保護するうえで維持されること古望ましい指針(暫定

f直)として、環境庁が平成5年4月に定めたもの。
J主意3:労働衛生の基準等は、作業環境に適用されるものであり、一般環境の混度レベルを評価

するためのものではない。なお、労働衛生の基準等の欄において、無印は労働安全衛生
法に基づく管理濃度、*は日本産業衛生学会の許容護度、料は米国産業衛生専門家会議
の許容濃度。また、物質によっては、 ppmで表された濃度をμg/m'に換算している。

ゼン、ジクロロメタン、 1 . 1 . 1ートリクロロエ 

タン、クロルピクリン)、アクリロニトリル、

1. 3-ブタジエン、臭化メチル

測定結果は別表のとおりであったという(検出さ

れなかった物質については省略)。

この結果について、環境庁では、次のように評価

している。

① アスベスト以外の有害物質lごついては、全体と

してみれば、調E宣された環境濃度は、概ねわが国

の都市地域の環境濃度の変動の範囲に入ってお

り、工場・事業場からの有害物質の漏出等による

直ちに健康影響が問題になるような二次汚染は、

現在まで生じていないものと判断される。しか

し、←官日、一般的な環境レベルに比べて、やや高

い数値を示した物質がみられたことに留意して

おく必要がある。

② アスベストについては、測定された環境謹度

は、概ねわが国の都市地域において測定される環

境温度の変動の範囲に入っている。しかし、一般

的に観測されるデータよりやや高いことに留意

しておく必要がある。また、飛散防止対策が講じ

られていないピ凡解体撤去作業現場のごく近傍

において、周辺よりもI桁高い濃度古ぎ検出された

ので、建築物の解体撤去におけるアスベスト対策

物質名 |最小～最大

アスベスト 1ND~4.9f/ll 0.8f/ll 13 1 18 1 14 1 3J 0 I0 I 2
この他、シート張り、散水等の対策を講じていない建築物の解体撤去作業現場の近傍地点において

調査したところ 11.2f/lのアスベストが検出された。(編注:fは「ファイパーJ-r繊維J)
@アスベストに関する大気汚染防止法による規制
大気汚染防止法では、アスベスト製品製造工場の敷地境界におけるアスベスト濃度を 1リットル当

たり10本以下とするよう定めている。
この基準は、工場において適切な対策を講ずることにより達成可能なレベルであること、こうした

濃度であれば、工場周辺における健康リスクが検出できないほど低いと考えられることから、定めら
れたものである。

アスベストの一般大気環境濃度レベル(単位本/リットル)

昭和60年度 平成 3年度 平成 5年度

地域 |検体
数

検出範囲 幾何
平均

検体
数

検出範囲 幾何
平均

幾何
平均

0.43幹線道路周辺地域 140 ND~10 1.0 38 日目2～ 2.3 0.61

住宅地域 110 0.26~ 6.2 1.2 30 I0 .09~ 2.9 I0. 34 591 ND~ 1.2 0.14

商工業地域 1 84 10 .30~ 6.11 1.21 381 0.2~ 1.9 10.671 60 1N D~ 1. 310.17 

註意1:環境庁が実施したモニタリング調査による。
注意2原則として1地点当たり6検体の調査を行っているが、各年度の調査時点は異なっている。

の徹底を図ることが必要である。

また、今後のモニタリング調査について、引き続

き下記のような対応を図っていくこととしている。

①今後、工場・事業場等の復旧が進められる中

で、有害物質の漏出等による三次災害の防止を目

的として、地形埴方公共団体により実施されてい

る工場・事業場の巡回指導の結果と突き合わせ

の上、引き続き大気環境モニタリング調査を実施

する。

② アスベストについては、ピルの解体撤去が実施

されている地域を中心に、環境モニタリング調査

を実施する。

③廃棄物の野焼きによる環境への影響が懸念さ

れているところであり、野焼きが行われている地

点の周辺において、早急に既焼きに係る大気環境

_ hリング調査を実施する。

また、環境Tは緊急モニタリング緊急調査結果の

発表と同時に、同庁大気保全局大気規制課が事務局

となり8省庁12諜室で構成される「石綿対策関係省

庁連絡会議」を開催し、「阪神・淡路大震災に伴う

建築物の解体・撤去に係るアスベスト飛散防止対

策について」とりまとめたことも発表した(以下は

発表文書) 。

震災により大きな被害を受けた建築物の解体、撤

去工事が行われているところである。

これらの建築物の中には、街黙材等としてアスベ

ストを使用しているものがあり、解体・処理に伴う

アスベストの飛散が懸念されている。

これまで、環境宇は、労働省、建設省、地球直方
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公共団体等と連携して取り組んできたところであ

り、労働省、建設省及び地元地方公共団体において

は関係団体等に対しアスベストの飛散防止対策に

ついて指導等由主行われるとともに、環境庁において

は、環境モニタリングを実施してきているところで

ある。

しかしながら、現在、被災地においては、建築物

の解体・撤去工事が進展し、アスベストの飛散によ

る大気汚染を庶念する声が強くなっている。このよ

うな状況に鑑み、関係省庁が一体となって、対策の

一層の徹底を図ることを目的として「石綿対策1関係

省庁連絡会議」を開催し、当面

進すべきアスベスト飛散防止のための方策等をと

りまとめた。概要については、次のとおりである。

I 吹き付けアスベスト使用建築物の解体・撤去

に際しての飛散防止対策等

1 建築物の解体・撤去に係吾吹き付けアスベス

卜飛散防止対策

(1 ) 吹き付けアスベスト使用建築物の解体・撤去

ア立入が可能で吹き付けアスベストを事前に

除去することが可能な建築物

「建築物の改修・解体に伴うアスベストによ

る大気汚染の防止について(環境庁通知(昭和

62年 10月初日付)J 等に基づき、事前に吹き付

けアスベストを除去する等飛散防止対策を実

施する。

イ 立入禁止となり、吹き付けアスベストを事前

に除去できない建築物

建築物の解体・撤去に当たっては、次による

ことを原則とし、状況に応じ、適切な飛散防止

対策を施す。

①除去が可能な吹き付けアスベストについて

は除去、楽在散布による固化。

②薬液の散布または散水の実施。

(2 )吹き付けアスベスト使用の有無色濃認できな

い建築物

吹き付けアスベスト使用のおそれがある建築

物の解体撤去に当たっては、上記(1 )のイ、吹

き付けアスベストの使用が確認された場合は、上

記(1) により行う。

(3)全壊した吹き付けアスベスト使用建築物の対

策

① 飛散のおそれがある場合には、直ちに、シー

トにより囲い込みを行う。

② 除去できる吹き付けアスベストの除去。

③薬液の散布または散水の実施。

2 吹き付けアスベスト廃棄物の処理

除去した吹き付けアスベストについては、廃棄物

¢処理及び清掃に関する法律に基づき適切に処理

する。

なお、これ以外の廃棄物の膨里に際しても処分に

当たり覆土を行うなど適切な飛散防止対策を講じ

る。

3 労働者の暴露防止対策

①作業に従事する労働者に防じんマスクを着

閉させる。

②労働者の使用する作業衣等は、アスベストが

付着しにくいもの等を選定する。

E 関係省庁は、密接に逮携を図り、次のとおりI

に掲げる吹き付けアスベスト飛散防止対策等の

効果的かっ円滑な推進を図る。

1 関係省庁は、自ら管理する建築物についてIに

掲げる吹き付けアスベスト飛散防止対策等を推

進するほか、関係事業者等による飛散防止対策等

由積極的に鶏面されるよう、関係団体等に対する

指導をはじめ、周知徹底、情報提供等必要な支援

措置を講ずる。

2 吹き付けアスベスト使用建築物の実態把握

アスベストに係る専門家の協力による吹き付け

アスベスト使用建築物の点検等による実鬼帯由民

3 吹き付けアスベスト使用建築物の解体撤去

工事の確認

吹き付けアスベスト使用建築物の解体・撤去

工事を労働安全衛生法に基づくアスベストの除

洋課長、宮古省芭庁営繕部監督課

保全指導室長、建設省建設経済局

調整課環境調整官、建設省住宅局

建築指導課建築物防災対策室長、

厚生省生活衛生局水道環境師鞘

整備課産業廃棄物対策室長、労働

省労働基準局安全衛生部化学物質

調査課長、環境庁大気保全局企画

課長、環境庁大気保全局大気規制

課長

鉄骨を持ち上げ吹き村けられたアスベストを掘っ落とυている

去f特有面出等による確認。

4 環境モニタリンヴ

一般環境大気中及び解体・撤去工事周辺地域に

おけるアスベストの大気環境濃度の測定。

5 棺談窓口の開設

飛散防止対策について関係地方公共団体の協力

を得て、相談窓口を開設。

6 地元地方公共団体との連携・協力

注:8省庁12諜室は、防荷施設斤浦設部施設対策第

2課長、文部省文教施設部指導課長、通商産業

省環境立地局環境指導課長、通商産業省生活産

業局窯業建材課長、運輸省運輸政策局環境海

このような動きも受けて、石綿

対策全国連絡会議では、 3月8日、

環境庁(式弐保全局大気規制課)及

び労働省(労働基準局安全衛生部

化学物質調査課)と意見交換の場

を持った。

全国連絡会議古強調したのは主

に次の点。

①各省庁の対策をフォローアツ

プし(現場パトロール等により

確認した実態一実施状況)、実効

性をもたせるための具体策を練

ること。

②従来どおりの上からの(出先機関や地方自治

体、関係事業者団体、発注主等を通じた)指導に

頼るだけでなく、直接、市民等に危険性や対策を

訴えかける工夫をすること。

環境庁では、冒頭の神戸市東灘区のズサンなアス

ベスト吹き付けマンションの解体・撤去工事に関

して、東京新聞の報道をみてす寸に応急措置が必要

と判断して神戸市にも連絡、市も予算をつけるとこ

ろまでいっていたようだが、その閣に所有者が勝手

にズサンな工事を実施してしまったという苦しい

弁明。
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川柳家義援護

「今週から吹き付けアスベスト使用建築物の点検

をはじめる。基本的には目視によって確認できると

思うが、必要ならサンプリングして分析する。そう

いうことができる専門家(学者ではない)の協力を

得て、開也に1日7 - 8人を派遣する。神戸市で解体

が必要なピルは2000か所と言われているが、神戸市

から順次行っていく予定」。

「相談窓口は、県、市、労働省、環掬?に設置。

環境庁では(出先機関がないので)本庁(大気保全局

大気規制課)で応じる。建築物に吹き付けアスベス

トが使用されているかどうかという確認の依頼に

も応えていきたいとは思っているので、具体的にあ

れば選訴告してほしい」 。

大気環境モニタリング調査結果の評価について

は議論があるものの、環境庁としても、むしろ今後

工事の進展の中で悪化する場合もあり得るとの認

識。「少なくとも 10月頃までは継続して実施する予

定。今週末から来週一杯くらいかけて第2回目の説

査を実施する。前回と同じ場所在定点、と定めて測定

するが、 50か所のうち影響の出ていない所は外し 16

地点、に絞る」 。

rlO本/1は、あくまで大気汚染防止法による排出

基準(アスベスト製品製造工場の敷地境界での濃度

規制値)であって、一般大気環境がこのレベルでよ

いなどとは考えていないJr環境庁が20万枚配布と

報じられたマスクは、公害健康被害防止協会古唱Eっ
たガーゼマスクで環境保健用のもの、アスベスト対

策としてのものではない」。

最後に、環境庁が事務局を担う8省庁の「石綿対

策関係省庁連絡会議」を継続して各省庁の対策の実

効性の確保にイニシアティプを発揮するよう要請。

連絡会議としても引き続き、情報・意見を交換して

いくこととした。

労働省に対する要請もほぼ同趣旨。とくに、こう

いう文書を出しました、で終わらせるのではなく、

他府県からの応援も受けて実施しているという安

全パトロールの実施状況を吸い上げて実効性の確

: 皇主主当 開口J臨時管制暗号音器91 '.. '明暗・酷盟輯醒・醐醐醒・醐

保'向上に努めることを要請。

改正された労働安全衛生法樹子令、労働安全衛生

規則及び特定化学物質等障害予防規則の施行通達

が2月20日付け(基発第76号- 2 7頁参照)で出された

ことを確認。これは他の内容も含んでいるが、アス

ベスト規制に関しては、以下のような内容であるロ

② クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)

を、製造・輸入使用禁止有害物質に追加。

②暴露防止対策を講じることが必要な石綿含有

物の範囲在、含有鞘%を超えるものから1 %を超

えるものに拡大。

③ 石綿等の切断、研磨等の作業を行うときは、労

働者に呼吸用保護具及び作業衣等を使用させる

ことを義務づける。

④ 建築物の解体等の作業を行うときは、次の措置

を講じることを義務づける。

ア あらかじめ、建築物について、石綿等が使用

されている箇所及び使用状況を設計図書等に

より調査ま滋する。

イ アの結果、石綿等が吹き付けられていること

カヰ聞したものについては、当該作業場所をそ

れ以外の作業場所から隔離する。

ウ ア¢結果、石綿等が吹き付けられていること

が判明したもののうち、一定のものについて

は、あらかじめ、所要事項の労働基準監督署に

対する届出を義務づける。

⑤ ④のウは6月1日から、その他のものは4月1日か

ら施行される。

これらの新たな規制内容の事業主、労働者双方

(及び住民や他省庁、自治体等)に対する周知を徹底

し、「復旧第ー」の名目のもとになおざりにされる

ことがないよう、これも実効性の確保に最大限の努

力を行うことを要請した。

行政に対しては、「直接、市民等に訴えかけるこ

と」による実効性の確保を求めたが、労鋤者・住民

の側でもこれらの対策等の周知と実態の 骸罰甫
チェックが強く求められる。 臥品温

解体罰iこ吾輔髄期状j毘の
作業環境測定結果の評価が必要な9物質が追加等
平成7年2月20日付け基発第76号
労働安全衛生法の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則及び
特定化学物質等障害予防規則の一部を改正す否省令の施行について

労働安全衛生法の一部を改正する政令(平成7年
政令第9号)古平成7年1月25臼に公布され、同年4月
1日(j包攻物に係る部分は平成7年 10月1日)から施行
されることとなった。

また、労働安全衛生規則及び特定化学物質等障害
予防規則の一部を改正する省令(平成7年労働省令
第3号)が平成7年1月26日に公布され、周年4月1日
(一部の規定は、同年10月1日又は平成8年4月1日)か
ら施行されることとなった。
今回の改正は、最近の石綿紛じんによる職業性疾

病の増加を踏まえて石綿による健康障害防止対策
の充実を図るとともに、最丘の爆発・火災による労
働災害の発生状況を踏まえてその防止対策の充実
を図るほか、作業環境測定の結果の評価を行う特定
化学物質等の追加等を行うこととしたものである。

ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、下
記¢事項に留意して、その運用に遺漏なきようにさ
れたい。

記
第1労働安全衛生法施行令の→H改正関係
I 改正の要点
1 製造等古写実止される有害物として、石綿のうち

のアモサイト及びケロシドライトを追加したこ
と(第16条関係) 。
2 爆発性の危j険物として、アジ化ナトリウムその
他の金属のアジ化物を追加したこと(別表第1関
係)。

3( 1) 金属のアジ化物に係る作業主任者の選任は、

平成9年3月31日まで要しないこと(附則第2条関
係)。

(2 )平成7年4月1目前に製造され、又は輸入された

アモサイト、クロシドライト又はこれらの含有物
(以下「アモサイト等」という。)は、労働安全衛
生法(以下「法」という。)第5操の規定は適用し
ないこと。なお、その際には、作業主任者の選任
等従前とられていた措置を講じること(附則第3
条及ひ第4条第11真関係) 。

( 3 )平成7年4月1日においてアモサイト等を試験研

究のために製造し、又は使用している者について
は、平成7年6月30日までの聞は、改正後の労働安
全衛生法脳内第16条第2項の要件に該当しない
場合にも、当該アモサイト等を製造し、文は使用
することができること(附則第4条第2項関係) 。

E 細部事項
1 第 16条関係
石綿のうちアモサイト及びクロシドライトは、他

の種類の石綿に比べて発がん性が著しく強く、人体
に与える影響が大きいこと、また、昭和田年にIL
Oにおいて採択された「石綿の使用における安全に
関する条約(第 162号楽藷甘)J においてクロシドライ
トの使用禁止が求められ、平成元年に開催されたW
HOの専門家会議においてアモサイト及びクロシ
ドライトの使用禁止が求められていることから、こ
れら2物質を製造等古ヨ禁止される有害物(以下「製造
等禁止物質」という。)に追加したものであること。
2 第 18条関係

アモサイト及びクロシドライトが製造等禁止物
質に追加されたことに伴い、第2号の2の「石綿」か
らこれら2物質を除くこととしたものであること。
3 第22条関係

アモサイト及びクロシドライトが製造等禁止物
質に追加されたことに伴い、特定業務に従事してい
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労働安全衛生法施行令等の主要改正点

1 石綿関係
①製造、輸入、提供または使用を禁止する有害物に、石綿のうち発がん性が強いとされてい吾アモ

サイト及びクロシドライトを追加する。
② 暴露防止対策を講じ吾ことが必要な石綿含有物の範囲を、含有率5 %を超えるものから1 %を超え

るものに拡大するごと。
③石綿等の切断、研磨等の作業を行う労働者に呼吸用嶋議異及び作業衣等を使用させることを義務

づけ吾。
④ 建築物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、石綿等が使用されてい吾筒所及び使用状況を
調査レ、その結果を記録レておかなければな告ない。

⑤石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合、石綿等を除去す吾作業場所を‘それ
以外の作業を行う作業場所から隔離レなければならない。

⑥石綿等の除去作業を行う仕事を、労働基準ilii督署長に計画の届出が必要な仕事に追加する。
2 爆発・火災関係
① 爆発性の危険物とじて、アジ化ナトリウムそ¢他の金属のアジ化物を追加す吾。
②爆発の危険?性のある作業場所については、労働者の身体、作業服等に帯電す奇静電気を除去する

ための措置を講じることを事業者に義務づける。
③船舶の改造等の作業を行う場合に、作業開始時に作業笛所及びその周辺におけ吾可燃性ガス等の
濃度を測定す吾ことを事業者に義務づける。

④液化酸素製造設備の改造等を行う場合に、その設備の内部で作業を行うときは、作業の方法順
序を決定じ、あらかじめ関係労働者に周知させ吾こと等の措置を講じることを事業者に義務づける。

た労働者に対する健康診断の対象となる有害物と
して、新たに、これら2物質を追加するとともに、
併せて第2項第8号の「石綿」からこれら2物質を除
くこととしたものであること。
4 日JI表第1関係

アジ化ナトリウムは、現行の危険物と同等以上の
爆発性を有し、近年、その製造、使用量が大編に増
加するとともに、爆発事故が相次いで発生している
こと、また、その他の金属のアジ化物も同様の爆発
性を有することから、今回、爆発性の危険物として
i勘目することとしたものであること。
5 別表第3関係

アモサイト及びクロシドライトが製造等禁止物
質に追加されたことに伴い、第2号4の「石綿」から
これら2物質を除くこととしたものであること。

第2 労働安全衛生規則の一部改正関係
I 改Eの要点
1 事業者が仕事の開始前にその計商を労働基準

監督署長に届け出なければならない仕事として、
石綿及び石綿含有物(アモサイト等を含む。以下
「石綿等」という。)が吹き付けられている耐火建
築物又は準耐火建築物における、石綿等の除去の
作業を行う仕事を加えたこと(第90条関係)。
2 事業者は、爆発の危険がある場所等において作
業を行うときは、労働者に静電気帯電防止作業阪
及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労
働者の身体、イ乍穀E等に帯電する静霞気を除去す
るための措置を講じなければならないものとし
たこと(第286条の2関係) 。
3 都市計画法及び建築碁準法の一部を改正する
法律(平成4年法律第: 82号)の改正に伴う所要の整
備を行ったものであること(第293条関係)。
4 事業者は、醐自の改造等を行う場合に、当調昔
舶の内部等において、点火源となるおそれのある
機械等を使用する作業を行うときは、当該作業の
開始時及び当該作業中随時、作業箇所及びその周
辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの

濃度を測定しなければならないものとしたこと
(第328条の3関係)。
5 事業者は謝嘩素を製造する設備の改造等を
行う場合において、当該設備の内部で作業を行う
ときは、当該作業の方法及び頗序を決定し、あら
かじめ、これを関係労働者に周知させること等の
措置を講じなければならないものとしたこと(第
328条O 4関係) 。
6 石綿の含有物の範囲を5パーセントを超えるも

のから1パーセントを超えるものに拡大するもの
としたこと(別表第2関係) 。
7 石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は
準耐火建築物における、石綿等の除去の作業を行
う仕事のうち、平成7年6月1目前に開始されるも
のについては、法第88条第4項の規定は適用しな
いものであること(鮒郎第2条関係) 。

E 細部事項
1 第 32条関係

アモサイト及びクロシドライトが製造等禁止物

質に追加されたことに伴い、第2号の2の「石綿」か
らこれら2物質を除くこととしたものであること。
2 第 90条関係
(1 ) 石綿等が吹き付けられた建物の解体・改修工
事の際に石綿等を除去する作業は、高謹度の石綿
紛じんが発散する場合があり、当該作業に従事す
る労働者に対して適切な暴露防止対策を講じる
必要があることから、届出の対象とすることとし
たものであること。

(2 )第時四の「準耐火建築物」には、書開計画法
及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年
法律第82号)による改正前の建築基準法第2条第9
号の3の簡易耐火建築物も含まれるものであるこ
と。

3 第91条関係
第仰条第5号の2に規定する仕事に係る届出に関

しては、石綿等の除去に関する部分を記載すれば足
りるものであること。
4 第286条の2関係
(1 )第1項の「静電気帯電防止作期匠及び静電気帯
電防止用作業靴」は、それぞれ、 JIS T 8118

(静電気帯電防止作業服)及びJIS T8103 (静
電気帯電防止用安全・作業靴)に適合するもの文
はこれと同等以上の性能を有するものをいうも

のであること。 。

(2 )第 1項の「労働者の身体、作業服等に帯電する
静電気を除去するための措置」には、除電装置の
使用等の措置が含まれるものであること。

(3)第3項の「爆発又は火災の危険が生ずるおそれ
のない措置」とは、労働安全衛生規則第お3条の
「爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない装
置」と同意であること。
5 第 328条の3関係
(1) r清掃等」には、塗装、解体及び内部検査が含

まれるものであること。

(2) rこれに接する場所」とは、鋼板等により船舶
の内部と接している場所在いうものであること。

(3) r火花若しくはアークを発し、若しくは高温と
なって点火滋となるおそれのある機械等」とは、
労働安全衛生規則第279条の「火花若しくはアー
クを発し、若しくは高温となって点火源となるお
それのある機械等」と同意であること。

(4) r当該作業を開始するとき」には、作業を再開
する時も含まれるものであること。

(5) rその屑辺」とは、船舶の構造等に応じ、引火
性の物の蒸気、可燃性ガスが停滞しやすい場所在
さす趣旨であり、当該作業箇所に隣接する区画で

あって、当該作業により火花等が入るおそれのあ
るもの又は隔壁が高温となるおそれのあるもの
が含まれるものであること。

(6)本条メの「濃度の測定」には、ガス等の空気中に
おける容量パーセントの測定のほか、ガス等の爆
豹芭険性の有無を判定することも含まれるもの
であること。
6 第328条の4関係
(1)液化酸素の取扱い、貯蔵又は運搬のための設備

には本条刊の適用はないものであること。
(2) r清掃等jの「等」には、塗装、解体及び内部
検査が含まれるものであること。

(3)第3号の「酸素」とは、低酸素又は空気中に通
常含まれる濃度を超える高浪度の酸素をいうも
のであること。
7 別表第2関係
(1) アモサイト及びクロシドライトが製造等禁止
物質に追加されたことに伴い、第2号の2の「石綿」
からこれら2物質を除くこととしたものであるこ
と。

目安全センタ情報四年4月号 安主センタ 情報95年4月号 29



開獲1安委 i業主

(2)近年、石綿の含有率が5パーセJト以下の製品

が生産されてきており、含有率の低いものであっ

ても、取扱いの方法によっては労働者が高滋度の

石綿紛じんに暴露するおそれもあることから、石

綿の含有率ゆ範囲を1パーセントを超えて含有す

るものに拡大することとしたものであること。

第3 特定化学物質等障害予防規則の→H改正

I 改正の要点

1 事業者は、設備の改造等で、当該設備を分解す

る作業文は当該設備の内部に立ち入る作業を行

う場合において、当該設備の溶断、研磨等により

特定化学物質等を発生させるおそれのあるとき

は、作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、

これを作業に従事する労働者に周知させる等の

措置を講じなければならないものとしたこと(第

22条の2関係) 。

2 作業環境測定の結果の評価を行わなければな

らない特定化学物質等として、塩素化ピブエニ

ル、エチレンイミン、様化ピニル、コールタール、

3.3 ジクロロ -4.4ージアミノジフェニルメタ

ン、トリレンジイソシアネート、ニッケルカルボ

ニル、ベータ←プロビオラクトン、研議ジメチル

の併却質を新たに追加するものとしたこと。また、

このうち、エチレンイミン等特別管理物質である

6物質については作業環境測定の結果の評価の記

録を30年間保害するものにi勘目するものとした

こと(第36条の2関係) 。

3 事業者は、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業

に従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具

及び作業衣等を使用させなければならないもの

としたこと(第 38条の9関係)0

4 事業者は、建築物の解体等の作業を行うとき

は、あらかじめ、石綿等が使用されている箇所及

び使用の総見を、設計図書等により、その結果を

記録しておかなければならないものとしたこと

(第38.条の10関係) 。

5 事業者は、石綿等が吹き付けられた建築物の解

体等の作業を行う場合において、当該石綿等を除

去する作業に労働者を従事させるときは、当該除

去を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業

場所から隔離しなければならないものとしたこ

と(第38条の11関係) 。

6 石綿の含有物の範囲を含有量5パーセントを超

えるものからlパーセントを超えるものに拡大す

るものとしたこと(別表第1及び別表第5関係) 。

7 平成7年 10月1目前に行われた、塩化ピニル及び

コールタールに係る作業環境測定については、改

正後の特定イ出物質等障害予防規則第36条の2か

ら第36条の4までの規定は適用しないものとする

こと(附則第3条第1項関係) 。

日 平成s 年 10月l目前に行われた、塩素化ピフェニ

ル、エチレンイミン、 3.3一一ジクロロ4・4-ジア

ミノジフェニルメタン、トリレンジイソシアネー

ト、ニッケルカルボニル、ベータプロビオラク

トン及び研雌ジメチルに係る作業環境測定につ

いては、改正後の特定仕方吻質等障害予防規則第

36条の2から第36条の4までの規定は適用しない

ものとすること(附則第3条第2項関係) 。

E 細部事項
1 第 22条の2関係
(1) 改造、修理、清掃等の際に労働者古幣定化学物

質等により健康障害を受けるおそれのある設備

は、第22条で規定している設備だけではなく、設

備の溶断等により特定化学物質等が発生するも

のもあり、過去において労働災害も発生している

ことから、このような設備においても一定の措置

を講じるべきことを規定したものであること。

(2) r清掃等」の「等」には、解体が含まれること。

(3) r研磨等」の「等」には、酸による清掃等が含

まれること。

(4 )第1項第1号から第6号までの措置は、それぞれ、

第 22条第1項第1号、第2号、第5号、第8号、第9号

及び第10号の措置と同意であること。

2 第36条の2関係
(1) 管理濃度については、日本産業衛生学会の許容

濃度や米国産業安全衛生専門家会議(ACGI

H)の暴露限界(TLV-TWA)の勧告値等の医

学的根拠、作業環境測定技術の精度、事業場にお

ける職場改善の工学的技術等を考慮して定めて

いるところであるが、今般、新たに塩素化ピフェ

ニルなど醐質について管理濃度を設定すること

古珂能となり、これに伴い、これらの物質を作業

環境の測定の結果の評価を行わなければならな

い物質に追加したものであること。

(2 )当該物質の管理濃度については、別途告示する

こととしていること。

3 第 38条の7関係
アモサイト及びケロシドライトが製造等禁止物

質に追加されたことに伴い、規定の整備を図ったも

のであること。

4 第38条の8関係

アモサイト等は今回の改正により製造等禁止物

質に追加されたが、これまでに建築物に吹き付けら

れるなど使用されてきており、こうした既存の建築

物の解体等においてアモサイト等の除去作業が今

後とも行われることから、これら製造等禁止物質も

含めて、所要の措置を講じることとしたものである

こと。

5 第 38条の9関係
( 1 )第38条の8第l項各号の作業はいずれも石綿紛

じんの発生量が多いものであることから、労働者

の暴露防止の徹底を図るため、第3&条刊の8の措置

を加えて、呼吸用保護具及び作業衣等の使用を義

務づけることとしたものであること。

( 2 )作業衣は紛じんの付着しにくいものとするこ

と。

( 3 )石綿により汚染した作業衣等は二次発じんの

原因となることから、このような作業衣等はそれ

以外の衣服等から隔離して保管させ、かっ、作業

衣等に付着した石綿は、紛じんが発散しないよう

洗濯により除去するとともに、事業場からの持出

しは行わないこと。

日第38条の10関係

(1 ) 石綿等が使用されている建築物の解体等の作

業を行う場合には、適切な作業方法等を検討する

必要があることから、石綿等の使用箇所及び使用

の状況を事前に把握すべきことを規定したもの

であること。

(2) r解体等」の「等」には、改修が含まれるもの

であること。

(3) r使用の状況」の把握については、吹付け材、

スレート材等といった石綿等の使用形態及びそ

の使用量を把握すれば足りるものであること。

(4) r設計図書」とは、建築物、その敷地、ヌは煙

突等のヱイ伊防に関する工事用の図面又は仕様書

のことであること。

(5) r設計図書等」の「等」には、施ヱ高滋華

保全志鵡、建築管理者建築物の所有者施工者

等からの情報、目視も含まれるものであること。

(6)吹付け石綿の除去はスレート材等石綿含有建

築板の除去と比較すると石綿紛じんの発じん量

が多しこのような作業に従事する労働者の暴露

防止対策を確実に行う必要がある。このため、石

綿の吹付けが行われているものについては、吹付

け材が石綿をIパーセントを超えて含有している

か否かについて設計図書等により調査ができな

い場合は、定量分析を行う必要があること。

7 第38条の11関係

(1 ) 吹付け石綿を除去する作業在行う場合は石綿

紛じんの発生量が多く、このような作業場所に隣

接した場所で作業を行う労働者が石綿に暴露す

るおそれもあるため、それ以外の作業を行う場所

から隔離すべきことを規定したものであること。

(2) r当競除去を行う作業場所在、それ以外句作業

を行う場所から隔離する」とは、当該除去を行う

作業場所をビニールシートで覆うなど、石綿紛じ

んが他の作業場所に漏れないようにすることで

あること。

(3) r鉄骨等」とは、第38条の7第2項の「鉄骨等」

と同意であること。

B 別表第1及び別表第5関係

(1)アモサイト及びクロシドライトが製造等禁止

物質にi勘目されたことに伴い、別表第1第4号及び

別表第5第1号の「石綿」からこれら2物質を除く

こととしたものであること。

(2 )近年、石綿の含有率が5パーセント以下の製品

が生産されてきており、含有率の低いものであっ

ても、取扱いのか法によっては労働者が高漉度の

石綿紛じんに暴露するおそれのある場合もある

ことから、石綿の含有物の範囲をlパーセントを

超えて含有するものに拡大することとしたもの

であること。

第4 その他

l 昭和51年5月22日付け基発第408号通達の記の2

のうちの「特に」以下を削除する。

2 昭和61年9月6日付け基安発第34号の2通達を廃

止する。

3 昭和63年9月16日付け基奨第602号通達の記の

Vの第2の1の (3)のなお書を削除する。

4 平成4年1月1日付け基発第1号通達の 冒明
記の1の(2) を削除する。~illI
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盟諸目｝宮古U:記華輔自巨轟轟轟轟輯轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟輯輯覇覇

252(81. 6 % )

104(33.7% )
109(35.3%)

12( 3.9%)

11( 3.6%)

病院i診療所| 計

lしばしlまあるI5( 1.9%) I16( 2.9%) I21( 2.6%)

2ときどきある 1117(44.2%) I171 (3 1.3%) I捌(目5別

3ない 1141( 53.2%) 1354( 64.8%) 1495( 61.0%)

4無記入 I2( 0.8%) I5( 0.9%) I7( 0.9%)

(計) 12 65(1叩 0%) 1546 (100.0%) 1811 (1凹 0%)

1措式を持参した

2費診しなくなった

3その他

1事業主の指示による

2患者が労誕の適用を知ちない

3患者の判断による
(事業主に迷惑をかけたくない等の理由で)

4その他

1健康保険で請求した

2自費酷いとし、愚者または事業主に請求した

3未収として担理した

1年閣に何件も労斑事故がある場合、保険料が
アップする、または労誕事故が起こった現場
への立ち入り検査等がある等の理由で労民扱
いとせず、治療費を全て自費で払ってくる 1 1回 (54.4%)

2休業を要しない程度百軽度の負閣は自費払い|
を希望する I1 99(64.4%)

3患者も事聾主も「撞遺症が出ないのなら、瞳 i
康保検揖いにしてくれ」と昔燃と窓口に言っ
てくる I2山 田3%)

4明らかに労見なのに、患者自身が、いろんな|
理由で労誕の適用を障がる I2 28(73.8%)

1労毘保晴料のいわゆるメリット制の見直し 1 1田(田 8%)

2 r労虫隠し」に対する法的規制の強化 I1凹 (目 4%)

3.労民医療費診手輔の商業"(闘えば、労働者|
に芳提保険証を主村する等) I3 田 (46.9%)

4行政庁による正しい封民医療の畳け方の普及 l
檀底
例えば、書事業所に封し、労提医療に閲する
説明や教育を定期的に実施する(少なくとも
年1国)。特に、明らかに業務上と認められる
慣病については、障康楳険を置用できないこ
との周知。 I4日 (56.5%)

帯、

も

し」者
平成7年2月17日大阪府霞師会労災部会

大阪府医師会の労災部会が大阪府下の労災指定

医療機関を対象として行った「労災隠しに関するア

ンケート調査結果」がこのほどまとめられた。医療

機関での実態に関する調査は基調であり、問題のい

くつかの側面を浮き彫りにしている。

× × ×

1 調査対象と謂査方法

本調査は大飯府下の全労災指定医療機関を対象

として、別紙調査票を平成6年 12月に直接郵送し、

無記名で回収した。

2 対象施設警官と回収率

今回調査の回答を依頼したのは1.324医療機関

で、そのうち 811医療機関より回答があり回収率は

61. 3 %であった。そのうち病院は265(66.1%)、診

療予斤は546(59.2%)であるロ

3 調査結果

(1 ) 平成6年1月～12月までの1年間に労九患者を診

療されましたが。

病院診療所 計

1 した 258 507 765( 94.3%)

2.しない 4 38 42( 5.2%)

3熊記入 1 3 ,( 0.5%)

(計) 263 548 811(100.0%)

回答のあった指定医療機関のうちほとんどの

医療機関 (94.3%)で、過去1年間に労災患者の診

療を取り扱っていると回答があった。

(2 )明らかに業務上の負傷であるにもかかわらず

事業主が5号あるいは16号の3の用紙を患者に突

畳

自巨 島

,~
河
内

中

相内

南
河
内

堺
皇

州

市
,~
部

市
酉
部

市
東
部

南市

部

不

明
計

1しItしiまある 26 18 38 3' 21 22 31 35 30 7 30'
2ときどきある (33 .') (35.7) ('U) (43.0) (51.1) (34 .4) (28.6) (30.0) (43. 1) (38.5) (33.3) (38. 1)

3な い 3' 31 47 44 22 33 53 56 41 55 60 8 495
(59.1) (目的 (54.7) (55.7) (48.') (63.9) (68.8) (70.0) (56.。9) (60.4) (66.7) (61. 0)

4無記入 1 。 1 1 。 1 2 。
I( )。 1 。 7

(1 .5) I( )。 ( 1.2) (1 .3) I( 0) (1 .6) (2 .6) I( 0) (1 .1) I( )。 (0 .9)

計 66 49 86 79 45 61 77 80 72 91 90 15 811
(1 00) (1 00) (1 00) (1 凹)(1 00) (1 00) ( 1凹) (1 00) (1 00) (1 凹) (1 00) (1 00)

付しないで、貴医療機関と患者、事業主との間で

トラブルが起きた経験はありますか。

上記芭澗に対しては、「しばしばある」が 2.6%、

「ときどきある」がお目5 %で合わせて 38.1%の医

療機関において、何らかのトラブルが起きた経験

はあると回答があった。このうち病院において

は、「しばしばある」と「ときどきある」で46.1

%と半分近くを占めており、診療所の 34.2%を大

きく上回っている。

また、地域別にみると、トラブルが起きた経験

があると回答のあった比率が高かったのは、南河

内(5 1 . 1 % ) 、北河内(44.2%)、大阪市西部(43.1

%)、中河内 (43.0%)であり、逆に比率が低かっ

たのは泉州 (28.6% ) 、大阪市北部(30.0%)であっ

た。

(3)患者または事業主が労災での取扱いを拒んだ

場合、どう対処されましたか。(重複回答あり)

患者または事業主が労災での取扱いを拒んだ

場合の医療機関の対処としては、「患者に説明を

し、用紙の提出を求めた」が、トラブルの経験が

あったとした309医療機関中81.6%を占め最も多

く、次いで「患者の判断に任せたJ35.3%、 「事

業主に労災の手続をとるよう連絡した J33目7%の

願となっており、「労働基準監督署に連絡した」

は、 3.9% にすぎなかった。

(4 )様式5号、 16号の3の提出を患者、あるいは事業

主に求めた場合、患者はどう対応しましたか。

(重複回答あり)

様式5号、 16号の3の提出を求めた結果、ほとん

どの医療機関で「様式を持参した J(91.6%) と回

答があり、そのまま「受診しなくなったJは18.8

%であった。その他の回答の中には、労災の取扱

いをせずに健康保険、あるいは自費扱いとするよ

う要求されたとするものが含まれている。

(5 )患者が労災の取扱いを拒台理由は何だと思わ

れますか。(重複回答あり)

患者が労災の取扱いを拒む理由については、

制
一
蹴
一

紙
一
を
↑
絡
一

用
一
耕
一
た
一
連
一

、
一
手
一
せ
一
に
一

し
一
の
一
任
一
署
一

を
一
見
一
に
一
官
一

明
↑
封
一
断
一
監
一
他
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持附開封勝～草山欄鱗幡: 山由山山|

「患者の判断による」と「事業主の指示による」

が大半を占めた。

(6 )様式5号、 16号の3の提出がない場合、医療費の

請求はどうされましたか。(重複回答あり)

様式5号、 16号の30;提出がない場合の医療費の

請求については、やむを得ずに「健康保険で請求

したJが74.4%を占め、次いで「自費扱いとし患

者または事業主に請求した」が64.7%であった。

(7)下記のケースを経験されたことがありますか。

(重複回答あり)

(8) r労災隠し」への対応策として以下のどれが有

効と恩われますか。有効と思われる項2つにO印

しを言Eしてください。

「労災隠し」への対応策として最も回答が多か

ったのは「行政庁による正しい労災医療の受け方

の普及徹底」であり、回答礼のあった811医療機関

のうち 56.5%を占め、次いで「労災医療受診手続

の簡素化」が46.9%であった。

(9) r労災隠し」への具体的対応策があればご教示

下さい。

-元請負に対する配慮から、労災にしにくいケース

がある。メリット制は一面でよいものもあるが、

「労災隠し」は厳しい罰則を設けて、事業所にと

ってマイナスとなることを周知させる必要があ

る。

・労災保険のメリット制の導入は、事業主の災害防

止蔚での設備改善等の努力は認められますが、労

働者側からみると作業ミス、不注意から誤って負

傷することはよくあることで、この場合、下請会

社が親会社(特に建設業の場合)に仕事の受注の

必要性から労災扱いを拒むケースがある。労働基

準監督署による厳しい指導・査察の影響もある

のではないか。

-労働者保護のための制度であることの周知を徹

底させ、事業所に対する脅発が必要である。また、

労災隠しには罰則規定を設けるべきである。

・労災に対しては、健康保険の使用は認められない

ことの周知を徹底させるべきである。医療機関ヘ

ポスターを配布するなど。

-労働基準局は、もっと事業主の担当者に労災手続

方法を指導するとともに、様式5号、 16号の3等の

用紙を充分に配布しておくこと。用紙を医療機関

に取りに来る場合がある。

-特にゼネコンの下請て労災隠しが多く、図ること

が多い。労災でやむを得ず健保使用する場合には

レセプトに仕事中の負傷であることを記入する

(例えば、 (労) )ようにしてはどうか。

-労災を含めた保険の一本化。

・労災指定医療機関古宮絶対に不明瞭な診療を受付

しないことが大前提。甘い病院があれば、どんな

規則を作っても無駄である。

・健保扱いを求められた場合、即座に組合と霞接話

をしてもらうよう事業主に説明する。

・健保扱いを求められた場合、健保組合等に連絡し

ておき、健傭胎等は医療機関から請求のあった

医療費を本人または事業主に対し請求するよう

にしてはどうか。

・受傷者に対しては、労災適用の方古宮有利であるこ

と、受傷者を護るための制度であることの周知を

徹底すること。

-労災保険料の何%かは労働者自身から徴収すべ

きである。そうすれば労働者自身も労災保険に対

して関心を持つようになる。

-明らかに労災事故と疑われるものについては、各

医療機関からの報告措置をとるなどの対応が必

要である。

-初診時に「職務上」の疑いがある場合、医療機閣

は直ちに所轄労働基準監督署に連絡すること。所

轄労働基準監督署は、事業主に事情を聴取するな

ど迅速に対応すべきである。

-事業主がどうしても労災扱いを拒むようであれ

ば、未収金として、その分を労基局に請求するよ

うにし、労基局から事業主に請求しても殴許帽

らってはどうか。 魁』且

藍霊富

井上浩
主国安全センタ iii~ 議長

e

川越署のころ

1966年7月9日(土)雨曇

監督課長来署。顔を正視せず。身体は大きい

が気の小さい男だ。おかし。

管内の集団健康診断。春5.∞0人、秋2.5ω人。

1人1∞円、マージン1人20円。20円の内訳は医師

10円、労働基準協会職員2円、協会から署へ7円。

(署の機密費はわたしの部下でわたしより9歳上

の庶務係長が掌握していて、わたしには帳簿を

見せなかった。前任の課長が長い時間をかけて

ようやく取り上げたのを、転勤の際に返したの

でわたしに渡らなかった。わたしは本人と署長

へ帳簿を渡すように再三にわたって要求した

が、遂に渡さなかったoいまになって考えてみ

ると、わたしを警戒して署長が渡さないように

指示したのかもしれない。)

9月17日(土)雨

夜、松岡教授ぺ局長から講演に出ることを禁

止されたことを伝える。(民間の労務管理士関係

講座の講師として出ていたのだが、労働省の元

事務次官であった中西実氏(後に日本社労士会

会長)が会長をしている労務管理士団体に肩を

入れていた労働省が、局長を通じて圧力をかけ

てきたのである。署長会議の席上、わたしの名

前を出さないで、一般的に出講禁止を指示した

のであった。局長の指示を受けた署長は、その

意味するところがわからないまま、鳩が豆鉄砲

を食ったような顔をして職員会議の席上で全員

に伝えた。わたしは、おかしさをかみ殺してい

た。)

-
v
e
-
:
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三推進論噌輔顛薬師勝 山川揺山山総司

10月 13日(木)晴

はじめて刑務伊庁へ散髪にい<o(耐摘には労

働基準法の適用はないが、頼まれてボイラーの

検査に行く関係で散髪したり、名刺の印刷を頼

んだりしていた。いずれも安くて助かったが、

収容者古噌捜してくれながら禁止されているの

に小さな声で話しかけてくるのには困った。)

10月19日(水)

署長は岡山市で明日から行われる安全大会参

加のため出かける。(労働基準協会の経費負担で

毎年交代で署長や課長が参加していた。今年は

わたしの番だったが、署長は来年で退職するの

で自分に行かせてくれというので権利?を放棄

した。翌年は東京の日比谷公会堂で行われたの

で、わたしは結局県外の遠くへは行かずじまい

だった。 5署長は協会から旅費等をもらったが、

実際には S町の S工業が航空券やホテル代を負

担した。)

10月29日(土)晴

大阪経済大での第34回社会政策学会に参加。

「戦後労働事情の変遷と中小企業政策 Jというテ

ーマで研究発表。

1967年1月30日(月)曇晴

不在中に庶務係長が商工会議所の専務に始末

書を出したと。内容不明。情けないことだ。専

務は切れ者で英雄で、集団検診も署とはJJUにや

っていた。係長はいつも悪口をいっていたが。

3月6日(月)雨

朝から 5名で、車で8工場をまわる。一挙に全

工場を送検しようとしてである。娩念ながら7工

場は違反是正ずみ。 K製作所だけを送検決定。

3月9日(木)曇

昨日かち E監督官が事業場監督がいやだとい

って、自分の計画を減らそうとする。激論を続

け、ようやく課長であるわたしと同数というこ

とで決定。

3月 10日(金)曇夕方雨

午後有名なメーカーの下請(協力工場といっ

ているが) S精密工業の申告監督。年少労働者10

名の勤務は午前8時初分から翌朝午前5時30分ま

で。 3時間闘臣後にまた午前8時刻分から午後4時
30分まて今撒。このカーメーカーの下請工場は

どこも同じ。

4月4日(火)曇一時雨

午前、職安へ遇報制度のことで連絡に行く。

(労働省からの通達で、労基法違反事業場からの

求人は職安で受理しないようにということなの

で、その通報事務の連絡に行ったのである。安

定所によっては、うちはサービス行政だからと

熱心でない所もあったが、川越安定所は実に熱

心すぎるほどで、当時厳しい求人難で困ってい

た事業場では大恐慌であった。)

4月8日(土)晴

この前以来 K監督官は遠慮気味。本人の通勤

用の優待乗車券を手配したりしてやったからで

あろうか。

4月 16日(日)雨

都知事に美渡部候補当選。

5月開(火)小雨曇

東京駅新幹線ホームで労務管理土団体の女子

事務員 Iさんに労働省の労務管理士法案を渡

す。(わたしは大阪へ 13時発の“ひかり"で出発

するところであった。団体事務所まで行く時聞

がなくてホームで手渡したのである。団体では

す寸に議員と連絡して必要な手配をした。わた

しは17時'30分には大阪空港から別の用件で出発

した。帰宅したのは4日後の 18時5分であった。)

5月20日(土)曇
都立大で社会政策学会第35回大会。 2番目に

「労働経済の変ぼうと社会政策」を発表。質問者

3人あり。(法案に反対したり、学会発表したり、

講演に行ったり、これらとはまた全く遣う活動

もBリにしていたり、いそ古ましいことであった。)

5月23白(火)晴

夕方、団体事務所に行くと、とうとう労働省

の案をF血 tしたと。

6月18日(日)薄曇

昨夜入学式に参加。終了後に松問教授を囲み

大いに飲む。帰宅12時。今日は午前6時'30 7l"出発。

8時新宿発。松本市の厚生文化封官で講演。松本

城美し。夜9時半帰宅。(日月 12日から、この日を

はさんで6月23日まで研修所で第I課長研修に出

席中であったが、その合間を縫っての行動であ

る。)

7月5日(水)曇一時間

安全退問で越生地区の旭精密工業ほか巡視。

夜、 T会長より労務保険土法案が提出される見

込みと電話あり。

7月8日(土)雨

午後署内で4痩。朝、 M議員に会って法案が

上程されたときの反対を頼む。本日から役所終

了後に東土線で池袋に出て、夜間の講師を開始。

7月19日(水)晴曇

午後越生建具組合の幹部と黒山木材ほかを巡

視。黒山の八雲神社の大杉美し。夜夕食中に T

会長より鶴吉。遂に労務保険土法案を廃案にし

たと。ばんざい。(労働省は元事務次官中西氏が

会長に就任している労務管理士会に肩入れし、

署長会議の席上において局長が、いまのうちに

会費を支払って入会しておけば、国家試験制に

なったときに無試験で資格を取得できるといっ

て、職員に入会をすすめたりしていた。職員の

中には入会して会員パ、yチを着用していた人も

いたが、裏面の動きを刻々とつかんでいたわた

しは、署員に対して入会を待たせた。第2課長も

その 1人であったが、後に社会保険労務士法が成

立したときに、多くの職員は無試験で資格を取

得することができた。)

10月4日(水)曇

小111地区K木工所ほか5事業場いずれも木エ

関係を監督。午前中で終了し、丸木美術館で原

爆図を見る。会社で誘われたが飲まず帰る。

10月 12日(木)晴

午後、小川町の E木工所の再監督。やはり命

令した木工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置を取り

付けていない。写実を撮影。

10月 14日(士)晴

E木工所に行き気兄見分書を作成し、事業主

と職長から調書をとる。事業主と時計を入れて

違反状態にある丸のこの写真をとる。(たった 1

日で事件送致の一切の手続きを終了して前科照

会等の回答を待ち、 11月10日地検支部に送検し

た。 7月25日に熊谷署て柄行われた司法研修では、

再監督復命書では証拠能力がないということで

あった。しかし、わたしは再監督復命書に写真

を貼り付け送致書にとじて提出した。結果は、

これもまた迅速に略式命令で罰金て、あった。事

業主には抗弁する余地はなかったろう。実は、

E木工:所の周辺には同閣の木工所がわかってい

るだけで213工場あり、そこには合計すると

2.459人の労働者が働いていた。中小工場が多

く、 10人以上使用している工場はわずか72工場

であり、安全衛生状態はきわめて悪く、前年に

は65.工場で150人の労災被災者があり、その中の

54人は動力量原幾による被災者であった。そこで

わたしは、この年度に木工用丸のこ盤¢安全装

置に重点、をおいて 100工場を監督する計画を樹

立したのであった。そこで、最初から送検すべ

くねらいをつけていたのである。結論として災

害は半減したが、この間のことは「労働災害と
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民業主 j長男監毎凄労相 民主語隠-追認山吉山|

労働基準法」というテーマで、日本労働法学会

誌26号( 1 970年)に発表した。)

10月 18日(水)雨曇

S精密工業を小峯2謀長、岡本監督官(現春日

部署長)、内野労災係長と夜間臨検。違反あり。

(3月 10日に前出の工場である。)

10月 27日(金)雨、夜台風

午前中、裁判官の許可状をもって日精密工業

を強制捜索。三重のタイムカードをそっくり発

見。総務課長が許可状をうつさせてくれという。

この課長はどうもこの会社に就職予定で来てい

る現職の自衛官のような感じがした。(この会社

は送検したが、担長が行方不明で倒産し、 1∞名

以上いた従業員は救済されることなく離散し

た。)

11月7日(日)晴

午前中小川カントリークラプの定期監督。ま

ことに見張らしょし。調査中に支配人があわて

てきて早くかくれよと。理由を聞くとj瞬日のH
署長がゴルフに来ていると。かくれる必要があ

るのは平日に会社の人とゴルフに来ている署長

の方だと一喝。(このころの流行であった。えら

い人からかくしてやろうという支配人の善意で

あったろう。震が闘のゴルフクラプに三堀技官

と行ったときには局長と労災補償課長の姿を見

た。支配人に料金をいくらもらうのかと聞いた

ところ、県庁の課長以上はメンバーなみという

ことであったが、基準局については笑って答え

なかった。この頃ゴルフ場を管内に有する署長

は、本省等に頼まれて図っていた。署長がその

ため支配人に対してお歳暮等を贈る例さえあっ

たほどである。)

11月 17日(金)曇夕方雨

ぽつぽつ異動のうわさ。モンテスキューの“エ

セー"を読む。死についてのこのような深い考

えが数1∞年前にもあったのだ。

11月22日(水)晴

午後東松山のデラップス工業に行っていると

き、 12月 1日付けで春日部曙へ異動と電話。

11月24日(金)曇

監督業務の監査を受ける。監督課長が第2課長
へ苦言(内容詑憶なし。)。帰りに監督謀長に誘

われ滞日で食事。(課長は現最高裁の高橋久子裁

判官)

11月26日(日)晴曇

午前7時20分の“ひかり"で名古屋へ。貿易会

館で講演。 53名。 監督官になって最初に赴任し

た半田署の水谷署長の親戚の人がいる。

12月12日(火)晴

夜春日部市内の料亭“甲子"で署の歓送迎会。

署長が新屋氏とあなたはN局長問題(前出の不

正事件で組合が局長を追及した問題)で大いに

損をしたと。(この署長は庶務課長の経歴があり

人事が大好きな人であった。新屋氏はわたしと

一緒に監督官になった人で、|日京都帝犬法学部

出身。わたしと同じで行田署長を最後に早くに

退職し民間団体役員に転出した。 N局長問題当

噺 11:合の支部執行委員長でわたしは書記長であ

ったが、ともに昇進差別のあったことを示す証

言である。正常な組合活動はあまり陪題になら

ないが、内部告発に対する怨念は強い。)

この頃、一般公開試験から一時部内試験にな

っていた監督官試験が再度公開された。 1966年

の試験では申込3,092名、受験2,260名、合格者

72名(31倍)、合格者最多22～24歳4略。学歴は

高卒7名、大卒65名。部内からはほとんど合格し

なくなり、合格者からは労働法学会に入会する

人も出てきた。しかし、社会政策学会の入会者

はなかった。やはり経済よりは法律系悶1市
統の人がたくさん入ってきたのだろう。‘比岨

ι山由主白山山山山町四三山白山民主主山山崎酬同亘

21世紀を見据えた取り組みを
自治労.安全衛生対策室設立10周年

1月28日、自治労安全衛生対策

室設立10.周年の記念フォーラム

が、自治労、自治体労働安全衛生

研究会を中心に、連合・他単産ほ

か多くの関係者の参加を得て開

催された。

自治労が、研究者との新しいネ

ットワークの中心として同対策

室を設立し、日本の労働組合史上

初めて常勤の顧問医師制度を導

入して10年。公務災害認定、治療

補償から職場改善までの指曲り

症の総合的な取り組みに始まり、

1993年からの安全衛生月間の取

り組みにみられるように、快適職

場づくり より人間らしい労働

づくりへむけた、職場を基軸とし

た新しい労働安全衛生活動への

転浪が着実に進められている。

言G;念フォーラムは、こうした流

れに立って、

①労働組合運動における労安

活動の位置づけ

②快適職場づくりの意義と実

践

③仕事の編成と作業内容のか

かわり

@職場の労安活動と組織づく

り、人づくり

⑤ これからの労安活動のあり

方

の5つのテーマについて、中桐伸

五・自治労顧問医師と川端邦彦

.自治労労働局長が問題提起を

行い、会場からは、取り組みの経

験や協同作業を踏まえて安全衛

生活動家や研究者が提言を行う

参加者主体の討論として進めら

れた。

これからの重点課題、新しい課

題として、仕事のあり方 内容の

点検・改革、安全・健康サークル

活動の推進、小規模職場対策な

ど、連合健康安全センター活動を

中心とする地域における活動の

前進、地域環樹棟、そして、新

しい活動を促進する政労使の協

力と役割の再検討、法制度の改革

などが提起された。また、自治労

運動の基軸として春闘での安全

衛生への取り組みの発展が構想

された。

なお、同日午前中には、自治体

労働安全衛生研究会の第7回総会

も閲除草された。確認された活動方

針では、新たに「労働災害補償制

度 J r安全衛生マニュアル作成」

ワークショップを設けて、「労働

災害補償制度改正への提言Jr安
全衛生マニュアル」づくりを進め

る。また、労働の人間化や快適職

場づくりを推進するため、ストレ

ス問題を中心とした「作業改善・

職場ストレス対策調査」を実施す

るなどを掲げ向。圏

(r労安研ニュース」地32)
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撞冊目醜憲iこ合理的融髄主まし
福田・c型肝炎感染疑での抗体積査

地方公務員災害補償基金は、企

画課長名の通知(平成6年7月1日

付け地基企第5号 rHCV又はH

IVに汚染された血液等に嬢触

した場合における療養補償の取

扱いについて J )で、医療事故に

よりHCVに汚染された血液等

に櫛虫し、既存の負傷部位、阪球

等に血液が付着した場合につい

て公務上の負傷として取り扱う

こととしたが、その適用日を 1993

年 10月1日以降の診療に係るもの

に限定した。これは9託手4月号の

特集でもお伝えしたとおり、同様

の取り扱いを定めた労働省通達

(平成5年10月29日付け基発第619

号 r C型肝炎、エイズ及び MRS 
A感染症に係る労災保険におけ

る取扱いについて J )では、適用

期日を定めず、 1993年 10月1日以

前の災害についても適用される。

地公災基金福岡県支部審査会

は、「同日をもって区分する合理

的根拠がないため、同日以降の災

害の扱いと同様とし、発症前の抗

体検査を必要な療養補償として

認めるのカヰ目当」とする裁決を、

1994年 12月 22日付けで行った。

審査請求を行っていたのは、大

牟田市立病院の看護婦のMさん

(被災当時25歳 )。 Mさんは、 1991

年9月17日、卵巣がんでHCV抗

体陽性の患者の手術の介助に従

事していたとき、医師から手渡さ

れた手術器具(ベアン)に付着し

ていた血液が右限に入ってしま

った。そのため、す寸に誠蘭水で

浸したガーゼで右銀を拭き、さら

に手術終了後水道水で洗眼する

という措置を行った。

Mさんは、血液汚染事故及び

r H C V感染疑」という診断で、

同年10月30日に地公災基金福岡

県支部に公務災害認定請求書を

提出したが、基金卦Eは1993年3

月8日付けで「公務外」と認定。

Mさんは、大牟岡市職労の応援を

得て、同年5月20日に基金支部審

査会に対して審査請求を行って

いたものである。

基金支部審査会の「公務外」認

定の理由は、感染症については

「知商」をもって初めて掬宵とし

て認定するのが原則。発病予防剤

が認められている B型肝炎に限

り、「感染疑」の段階で認定し、

抗体検査、発病予防剤の投与を療

養補償の対象にしているが、 C型

肝炎については、そのような例外

的取扱いはされていない、という

もの。その後、新通知で、 C型肝

炎の場合についても、「感染疑」

の段階での抗体検査を療養補償

の対象と認めることとされたわ

けだが、新しい取り扱いの適用を

1994年 10月1日以降の事故に限定

したため、 Mさんのケースには適

用されないままであった。

しかし、基金支部審査会では、

r C型肝炎は近年、社会的に関心

の高まっている感染症のひとつ

にあげられ、特に感染の危険性の

高い医療従事者にとって大きな

問題になっている JJ医療現場に

おける注射針刺傷等の事故は、予

防策が図られているにもかかわ

らず、その発生が跡を絶たないの

が実態である Jor誇求人の被った

災害のうち眼球への血液付着に

よる汚染について、汚染血液が感

染の危険が少ない皮膚ではなく、

感染の危険は極めて高いことが

医学的に認められている眼とい

う粘捕輔に付着した事実、次に

HCVに感染すると高率でウイ

ルスキャリアーとなり、感染から

20~初年で肝硬変、3O~40年で肝

細胞癌へ進展するため、一過性感

染で終わる B型肝炎に比し、 C型

肝炎は完全な治癒は困難であり、

エイズ及びMRSA感染症と並

んで深刻な社会問題となってい

るという状況がある」といった社

会状況も踏まえた上で、新通知の

適用日を限定する「合理的根拠な

し」として、公務外処分商問

を取り消した。 島品担圏

目薬ベJ v - Aの頭瞳ヘルニア
埼玉.組合を結成して労災認定

埼玉県東松山市の自動車部品

工場に働く日系2世のベル一人男

性 Aさんは8歳)は、 2年前から塗

装ラインで作業をしていたが、昨

(994)年 1月、肩、腕がしびれて

都内の病院を受診した。 2週間の

休業正後、体がもたないと部署を

転換したが、 3月には意識を失っ

て倒れる事態にいたった。病名は

「頚椎椎間板ヘルニア」。

この工場には、 Aさん以外にも

日系ベルー、ブラジルの人が紛名

ほど働いている。いずれも B社か

らの派遣労働者である。 5月に日

本土の日系人労働者による労働組

合古端成された。全国一般東京労

働組合東松山日系ラテンアメリ

カ人労働者分会である。 Aさん以

外にも、指の挫創、勝高等の労災

被災者が出ていた。

組合はJ撞元のS社と団体受

渉を準備するとともに、 Aさんの

労災申請に取り組む。その中で、

東京東部労災職業病センターに

協力が要請された。

労災申請に際し、労働実態を示

すための意見書作成を準備する。

日本語ができるブラジル、ベル一

人の同僚の協力で聞き取りを進

めた。また、自ら自動車組み立て

ライン作業で頚肩腕障害に被災

し、神奈川労糸満鋭部青センターの

協力で労災認定をさせた経験の

ある Nさんにも協力していただ

いた。

その中で、日本人労働者に比べ

て過酷な作業量を要求されてし、

た日系人労働者の実態が明らか

になってきた。

Aさんは、 1992年 3月から錆止

め塗装のラインに就き、塗装する

部品をラインの「ハンガー」に掛

ける作業を行うようになった。 2
分30秒で48個の部品をハンガー

に掛けることが要求された。台車

から部品を取り上げ、フックに掛

ける動作を繰り返す。手待ち時間

などなく、 10時間労働が強制され

た。扱う部品の量は、 1日1万個、

8.5トンにも及んだ。

Aさん以外にその部署で長期

に働いた労働者はいない。いずれ

も体の不調を訴えて辞めていっ

た。日本人労働者は午前と午後で

交替していた。また、日本人労働

者は定時で上がれるところを、日

系人労働者は残業を強要されて

いた。体調が悪いことを訴えて、

帰りたいと言う Aさんに対して、

班長は忙しいからと残業を命じ

るのだった o

7月に意見書を川越労働基準監

督署に提出。自月に本人からの聴

取。 9月には、工場立ち入りと労

基暑の調査が進んだ。立ち入り調

査には、センター、組合も同行し

た。追加意見書の作成を準備して
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いたが、 10月中に前向きの方向で

決定を出したいという労基暑の

意向が伝えられた。

結果的には、会社側の資料提出

力漣れたため、年末の 12月26日に

なったが、業務上疾病と認定され

た。請求から約半年であった。外

国人労働者の職業病認定として

は、 94年11月号で紹介した、イラ

ン人女性労働者の(58歳)の頚肩

腕障害(東京・泊袋労基署)に次

寸ケースとなった o

Aさんの休業、労災申請後、ラ

イン作業i持密減され(不況の影響

もあるだろうが)、派遣先工場で

も安全衛生にも気を使っている

ようである。幸いにもAさんの症

状も軽快しつつあり、今後職場復

帰をスムーズに行うことが課題

になっている。

Aさんのように割雨量会社から

派遣されて自動車産業に働く日

系人は多い(割植法違反の実態も

多い)。基幹産業の下請外国人労

働者の組合に対し、会社が警戒し

ているのか、派遣会社の社長も逃

げ腰になっているという。今後と

も取り組みに協力して 冒1市
いきたい。 量品岨

(東京東部労災職業病センター)

メッキ工場での頭肩瞬時書
大阪・会社の閏遣いでトラブル

大阪市住之江区の O工業でメ

ツキの仕上げ工程で働いていた

Aさんは、昨年1月、ハンマー作

業中にその衝撃で右討に強い痛

みをおぼえ、外科に受診し、右肘

外傷性関節炎、右前捻挫と診断さ

れ労災休業した。

1か月間の休業の後就労した

が、 7月末頃から再び肩在中心に

強吋甫みを生じ、再度休業せざる

を得なくなった。そして、日月は

じめ、関西労働者安全センターの

ことを伝え聞き、相談に来られ

た。

Aさんの話では、今回の休業の

原因になった肩の症状について

は、 1月の休業のとき別の病院に

行き検査を受けたが、これは別の

病気であると言われ労災扱いに

ならないとされているとのこと

で、労基署でも肩については別で

あるとの説明を受けていたため、

今回の休業については認められ

ないと考えて相談に来られたと

いうことだった。

ところが、仕事の内容を聞いて

みると、メッキ場において浴槽か

ら上がってきた製品を仕上げに

回したり、サンダーがけ、パリ取

りなどを行うという重量物取り

扱いに加えて、振動工具による

肩、腕への負担のかかる作業を長

年行っており、 1984年に入社以

来、症状も何度か出ていて、とく

に一昨年の夏頃からサンダーが

け作業が増えて、これが腕、肘、

肩に大きな負担となっていたこ

とが明らかであった。

安全センターとしては、今回の

休業は肩の症状が主であっても、

1月からの一連の傷病であると考

え、松浦診薄明好への受診を勧め、

また、 Aさんの自己意見書を作成

してもらい、阿部の労基署へ接出

した。

Aさんは、 F工業という構内下

請会社(事趨会社)の社員であり、

F工業との現認証明の話し合い

の中で、入宇説i来年次有給休暇が

ない(?)、ことなどがわかるな

ど、極めて問題があることが判

明。

今回のAさんの労災について

も、 1月段階での労基署へのF工

業の労災原因についての申し立

てが間違っていたために、「肘だ

け労災」ということになってしま

っていたこともわかった。

Aさんは、主主当犬も軽快してきて

おり、近キ職場復帰の予定であ

る。労基署からは認定に際し、本

人に対して丁寧な説明があり、会

社に対しても職場復帰時の配慮

について指導するとのことであ

った。 国
(関芭労働者安全センター)

年60鵬時開労簡で謹重4睦
兵庫・審査請求で不当な判断を逆転

タンクローリー運転手藤原公

ーさん(死亡当時42歳)が長時間

労働が原因で急性心不全で亡く

なり、妻のフサエさんが遺族補償

請求を西宮労基署に申請したと

ころ不支給決定を受け、兵庫労災

倒険審査官に審査請求をしてい

た件について、昨年 10月7日付け

で原処分取消決定がなされた。

@公開討論会直前の決定

藤原過労死認定共闘会議(事務

局・全港湾関西地本労職対)は、

審査請求提出後、局突渉を要求、

一昨(1993)年8月3臼に兵庫労働

基準局長交渉が行われることに

なったが、弁護士を含む受渉団30

名に対して局は5名の人数制限を

盾に、退去命令通告までして交渉

を拒否した。

これに対して、あくまで民主的

受渉を実現し、同時に局の不当性

を明らかにしていくため、 1万人
審査請求代理人運動を展開する

ことになった。最終的に8,0∞人

以上の審査請求代理人を登録し、

「審査請求人の意見を聞く場」と

しての意見陳述会を要求し、これ

が昨年10月 12日に行われること

となった。

関西労働者安全センターでも

代理人となる一方、各地域の安全

センターにも呼びかけたところ、

99名の方々に代理人になってい

ただくことができました。この場

を借りて御礼申し上げる。

ところが、直前に局より「会」

の中止連絡があり、続けて「原処

分を取り消した」との電話連絡が

共閥会議に入った。そのため 10月

12日は、担当の労災保険審査宮で

はなく、監察官数名をひきつれた

局労災管王監果長が、冒頭に今回の

処分取消決定に関する見解表明

を行い、す寸退席。あとは認定闘

争勝利集会となった。

労災管理課長は、「今回の決定

も、酋宮労基署も認定基準に基づ

いて判断したことに変わりはな

い。事実め認定について違いはな

く、その評価が違ったということ

だ」という、まことに場当たり的

見解を述べてそそくさと立ち去

った。しかし、この見解がどれほ

ど無責任なものであるか。労基署

の業務外決定を取り消した審査

官は、建前上労議局からは独立し

た存在である。労災管理課長は、

労基署への直接な監督者であり、

むしろ審査官決定を踏まえて誤

りを謝罪すべき立場にあるので

あって、このような「見解表明」

をするのはおかど違いだ。

とはいえ、今回の逆転認定l立、
兵庫局のこれまでの非民主的、労

働者敵視の姿勢への大きな打撃

となった。

@常識と非常識の闘い

藤原さんの仕事は、急性心不全

で死亡した 1988年9月 18日の被災

当時、大型タンクローリーの長距

蕗住野匡だった。

1971年5月に西宮市の第一運輸

作業に大型トラック運転手とし

て入社、 1979年頃からタンクロー

リー運転に従事。ニ、 yカウイスキ

ー西宮工場と日本各地(千葉、仙

台、栃木、鳥栖等)の各工場開の

アルコール類輸送を行っていた。

1日目午前中に西宮で荷積み、

午後出発、真夜中に到着。 2日目
の朝、関門を待って荷おろし。こ

こで西宮工場または他の工場へ

の運搬物を荷積みして、昼頃出

発、他の工場を経由するなりして

深夜運行。 3日日午前中に西宮工

場到着、荷おろしして昼頃に帰社

し、整備点検などして夕方帰宅す

る。

この r2i白3日」運行の繰り返し

であった。

そして、実際どのような労働実

態であったかというと、

① 1日平均走行距離 6∞回

②時間外労働 月ω2時間超

多いときはω3時間超

③年閣総労働時間約5,7∞時間

(1988年1月～8月のベースで推
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計)

法規等の違反実態もひどいも

ので、

①1975年から 1991年までに5回西

宮労基署による労基法(労働時

間関係)等違反で監督指導

②藤原さん死亡の1年前に「自動

車運転手労務改善基準」等違反

で指導

@深夜勤労働者に対する年2回の

健康診断をl回しか望訪面してい

ない

というものだった。

こうした過酷な労働の中で、

「急性心不全」で藤原さんは亡く

なった。

遺族・弁護団は、こうした過重

労働の静～を主張するとともに、

発闘官1週間に、最も長距離の西

宮ーイ山台関輸送に2回従事してい

ることなどの直前の過重負荷が

加わって過労死に至ったとして、

労災認定を求めたのだが、西宮労

基署は聞く耳を持たずとばかり

に「不支給」とした。

その理由を今回の審査請求決

定書(以下「決定書」という。)に

掲載された西宮労基署(原処分

庁)の「意見Jからまとめると、

①発症前日、発踊守1週間とも

通常の運行パターンである。仙

台への2在復も被災者に限った

ことではない。発症前1週間の

拘束時間などをみてもその前

の1週間より下回っているロ

②局医世良和明医師は「認定基

準上に従えば、要件が整ってい

ない」との意見である。

と、まことに機脚力な労働実態の

認定、局医判断に基づいたもので

あった。

また、口頭での説明では、三六

協定、改善基準違反についてはー

切考慮しない。長期の過重労働に

よる蓄積疲労は、医学的に解明さ

れないし、認定基準上も考慮しな

い、などとも言っている。

西宮労基暑の見解には、今の労

働行政の認定基準に共通した大

きな問題点がみられる。

第1は、「時間外労働がいくらあ

っても、いつもしていたら通常業

務と考える」という点。第2は、

「法規等違反は考慮しないl安衛

法違反と労災認定の過重性判断

は:jJrJJという点。

第1の点については、労働省自

身の解説書などでも、「本来の所

定労働時聞が日常業務になる」と

記されているので、行政内部でも

食い違いがあるように見える。

ちなみに、決定書で審査宮は、

藤原さんの会社のタンクローリ

一運転手の「日常業務」が、一般

トラック運転手と比較して「特異

または異質な業務であると認め

られる」との判断を示した。原処

分庁のような評価はさすがにで

きなかったわけだが、被災との関

連性判断は意識的に避け、請求人

が主張してきた危険物運搬、深液

勤務に伴う高度な労働土のスト

レス、疲労といったものは、発症

との関連では「急激なJr突発的

なJr異常な」要因ではないとし

てことごとく不採用としている。

これは、第2の「法規違反と労

災認定を関係づけないこと」と関

速していると考えられる。また、

この第2の点、は決定書における審

査官の「判断」の項でも、全くふ

れられていない。

労餅子政が勝手につくった、労

災認定を絞るためのこうした民

理屈が、「現実」というか「常識」

から、痛烈な反撃を食らったとい

うのが今回の認定闘争のひとつ

の側面であった。誰が考えても過

酷な労働実態、異常な法規等違反

の実態がなぜ免罪されるのか、是

正できなかった労働行政にも責

任があるのではないか、というの

が請求人側の主張の中心だった。

命原処分取り消レの「論理」

決定書はA4版83頁に及んでい

る。審査官が原処分を取り消した

ポイントは次の2つプラス1つで

ある。

第1は、原処分の段階で「要件

を満たしていない」と結論として

業務外の意見書を書いていた局

医世良和明医師が、「糖尿病があ

った被災労働者の場合、糖尿病の

急性増惑が自然涯を超えて激し

かった可能性がある」と、意見を

「変イじJ(あるいは「展開」という

べきか)させたこと。

第2は、 「発症1週間前以内の2回

の仙台一西宮間百(11輸送」につい

て、「請求人(原文のまま。「被災

者」が正しい)には同年4月におい

て認められるものの、他の陪僚運

転手には63 (1 988)年4月以降、そ

れに類する作業は認められない」

から、 「発症前1週間の作業内容は

特に過重な業務に就労していた

ものと判断する」として、過重負

荷をめ寸る評価を一変させたこ

とである。

@代謝商(糖尿病)の急性増悪が

急性心不全の原因

局医の意見の推移を、決定書の

引用から抜粋して紹介する。

原処分段熔では、「…少なくと

も急性心不全の原因は心室細動

であり、この発症による急性循環

不全、すなわち急性心不全によっ

て死亡したのは確実である。この

心室細動の原因が明らかでない。

剖検していないし、当時の状況、

健康診断の成績など配慮すると、

従来より糖尿病があり(注:ここ

2年間の健康診断で被災者は尿糖

。十)だった) 、このとき(注・入院

直後の検査成績)も著しい高血

糖、 NPち518mg/d l )であったこと

が注目される。また、白血球数

28.500(正常6.000~8.∞())は著

しく高値である。これらの値から

急性勝炎も疑われるが、胸高の記

録がない。急に意識を失ったのは

心室細動がこの時点で発症した

かも知れない。次に心筋梗塞に伴

う心卦田動も疑われる。ショック

状鵠時、この程度の白血球上昇は

あり得るし、元々糖尿病があった

ため、ストレスのため高血糖が起

こってもお古3しくない。 CPK、

GOT、CPKMBの上昇がみら

れていないが、発症後30分後位の

採血と推定されるので、これらの

上昇値は得られなかったとも考

えられる。従って、急性心筋梗塞

の可能性が高いので、基発620号

の『脳心筑豊の認定基準』に従う

こととする。」と、死因を急性心、

筋梗塞と推定したうえで、発症前

1日、 1週間について業務の評価を

行っている。

そして、 1日以内には要素はな

いとし、また、 1週間以内につい

ては、「即ち、週間拘束時間は長

時間に及んでいた。しかし、その

業務内容に著しい過重労働とさ

れるものが記録されておらず、通

常業務だったようである。即ち、

基発62()号に従えば、特に業務上

とする要件が整っていない」との

意見であった。

ところが審査官は、急性心、不全

と入院直後の高血糖と従来から

の糖尿病を疑わせる尿糖異常値

との関連に絞って、あらためて意

見書を依頼したようだ。

局医世良医師は、原処分段階の

所見を踏まえながら、その「第2J

の意見書では、「被災者は、私病

として糖尿病があったが、これと

急性心不全によって死亡した直

前の血糖値518mg/dlという高値

に対する医学的考察」と題して、

要旨、次のように述べている。

① 2年間2回の健診で尿糖値

(++ )、このことから血糖値は

2ω~25()と捕淀されるが、この

尿梢直から血糖値518はあり得

ない。

②可能性として、 4月の健診時

から死亡するまでの5か月間に

糖尿病が急性増悪した。死亡直

前のショック状態による激し

いストレスで血糖値が上昇し

たことが考えられ、 518という

値からはこの2つ要件が共存し

ていたと考えられる。

③ いつの時点、で血糖値が急上

界していたかを推定すると、発

症1週間前の業務は通常業務の

範囲とされているが、(その労

働実態が影響して)糖尿病があ

った被災労働者の場合、急性増

悪が自然暦を越えて激しかっ

た可能性がある。

要するに「発症前1週間の業務

による自然経過を越えた糖尿病

の急性増悪による急性心筋梗塞

の可能性がある」との見解だ。

さらに同医師は、そうした見解

を補強する意味で「その他の参考

事項」として、 1994年の循環器学

会のシンポジウム「ストレスと突

然死」の研究発藷す論を引用し、

「この中で、(1)豊嶋教授は『疫学

からみたストレスと安務好E~の発

表では、その要因分析より、突然

死は第1要因が『ストレス』で、

第2要閣が『競争心』、第3要因が

『醐民不足』で、これらはほぼ周

等に近い要因てeあり、重要な要因

であると指摘した。また、 (2)田

辺教授は、『疲労ストレス時の心

肺機能及びマグネシウム代謝に
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関する検討」の発表で、『ストレ

ス』古f精神樹高性の、また、マグ

ネシウム代謝性の変化をもたら

し、これらが靭E的不整脈の重要

な要因であると述べた。 ( 1 ) 、 (2)

など、今回の発表は基発620号f脳

血管威容及び虚血性心疾患認定

マニュアル』の中に示されている

『発症前1週間以内に過重な業務

が継続している場合、この間の業

務は血管病変に著しい関連があ

ると考えられる。』と言GJ!ttしてい

るのに対し、代謝面の増惑が指摘

されていると考えられる。即ち、

『・・血管病変の著しい増悪…』と

して病理解剖学的所見を重視し

ているが、今日では『代謝面の急

性増悪』が突鮪E、即ち『急性心

不全』の要因として重要であるこ

とが示されていると考えられ

る。 j と述べている。

@発症前1週間は「特に過重」

に転換

その「ストレス」の原因として、

審査官は、前に述べたように、発

症前1週間の業務を「特に過重な

業務」と評価して、業務上ー原処

分取り消しとした。

しかし、若薩民患を増悪させた

要因が、直前1週間の業務にのみ

限定できるとはとうてい考えら

れない。日常的なストレスの影響

と直前の過重負荷があいまって、

「急間むという結果を引き起こ

したと考える方が自然だろう。ま

た、審査段惜の局医の意見の変化

にしても、発症前1週間の過重性
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の評価の変化にしても、まことに

ご都合主義的な感じがする。

問題は、なぜこうした「評価」

をはじめからしなかったかとい

うことだ。やる気でやればできた

はずである。認定基準の問題もあ

るだろうが、一番大きいのは西宮

労基署段指で示された労働行政

の非民主的、反労働者1的姿勢にあ

った。今回の取り組みは、それを

打破する大きな一歩となった。

@逆転決定を支えたもの

会社の徹底した対決姿勢と不

等な労働行政に屈せず、逆転決定

を支えたものは、遺族、弁護団、

共闘会議の運動の力である。

そして、決定書にも記されてい

る、請求人提出の梶山方忠医師意

見書が、決定書刊のもうひとつのポ

イントであったことが見逃せな

い。労働実態を分析し、いかに改

善基準違反の過重労働が行われ

ていたかを明らかにし、明確に業

務上と推定したもので、労働行政

側も意識せざるを得なかったも

のと思われる。

決定書の理論構成は前に述べ

たとおりであるが、気をつけて読

んでみると、真筆にそして謙虚に

原処分を見直したというよりも、

業務上にしたくはないのだがい

やいや認めたという感じもする。

1つは、発症1週間以上前の労働

については、抱甫に関連したとは

判断しがたく、 1週隠以内を特に

過重と判断したこともあり、検討

の対象にはしなかったと述べて

いることである。今回の問題の核

心は、法規違反の常習企業に対す

る監皆古靖効に機能せず、長時間

労働が放寵されていたことにも

あり、その意味で、労働行政とし

ての被災に対する責任があると

言うべきだろう。労災認定作業に

おいて、この点の分析をきちんと

し、過重労働の実態を明らかにす

るのが筋というものだ。

2つ目は、審査請求代理人の取

り組みを中傷していることであ

る。決定書の末尾に「法規制がな

いことを奇貨として提出された

ものであろうが、少なくともこれ

だけの多人数の代理人が社会通

念上、妥当なものであるか否かは

当然、今後議論されてしかるべき

であろうJ'審理は代理人数の多

寡によって左右されるものでは

なく、法令、通達によって原処分

の適否を公正中立たる立場にお

いて判断したものであることを

付記する」と記されている。言い

がかりであり、よけいな一文で見

苦しいかぎりだ。

最後に付け加えると、審査段階

での参与会での参与意見は、労使

代表4名全員とも「本件は取り消

しカヰ目当であるJであったという

ことである。

現在、遺族・弁護団の会社に対

する損害賠償裁判が続いている。

今回の決定が大きな追い風にな

るに違いなく 訴訟の行困
方が注目される。

(関西労働者安全センター)

108東京都港区三回3 - 1 - 3 M.Kピル3階
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